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第１章 計画の策定趣旨等

１ 県立病院改革の経緯

県立病院事業では、平成１７年度決算で過去最大の約３１億円の赤字を計上する

など大変厳しい経営状況の中で、平成１８年度から地方公営企業法の規定の全部適

用を行い、新たに「病院局」を設置して経営の健全化に取り組むことにより、県立

３病院が全県レベルあるいは地域の中核病院として県民に高度で良質な医療が提供

できるよう努めてきたところである。

病院局設置以降、平成２５年度までの間には、「宮崎県病院事業中期経営計画」（平

成１８～２２年度）、「第二期宮崎県病院事業中期経営計画」（平成２３～２５年度）

を策定し、高度・急性期医療の充実や医師、看護師等の確保、育成、更には県立富

養園（精神科病院）の県立宮崎病院への統合を行うなど医療機能の充実と経営改善

に努めてきたところである。その結果、経営面では、平成２５年度決算で１９年ぶ

りに黒字（1.2億円）となった。

さらに、平成２６年度には、「宮崎県病院事業経営計画２０１５」（平成２７～令

和２年度）、令和４年３月には、「宮崎県病院事業経営計画２０２１」（令和３～７

年度）を策定し、人口減少や少子高齢化の進展に伴う医療ニーズの変化や、労働関

係法令の改正による令和６年度からの医師への「労働時間の上限規制」の創設など、

県立病院を取り巻く環境の変化にも適切に対応しながら、高度で良質な医療の継続

的な提供に取り組んできた。

また、令和元年５月から新県立宮崎病院の建設に着手、令和４年１月に供用を開

始し、病院機能の強化・拡充を図った。

一方、令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って実施した病

棟閉鎖、入院制限等の対応や、急激な物価高騰に伴う費用の増加などが、病院の経

営に非常に大きな影響を与えることとなった。

２ 病院事業経営計画２０２１改定の趣旨

令和４年３月に国から「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院

経営強化ガイドライン」（以下、「新ガイドライン」という。）が発出され、地域の

医療機関との機能分化・連携強化等に重点的に取り組み、経営を強化すること等が

求められており、また、新型コロナウイルス感染症への対応や物価高騰等の影響を

受け、厳しい経営環境に置かれている中、将来にわたって高度で良質な医療を提供

し続けていくための道筋を示す必要があることから、今回本計画を改定する。

３ 計画の期間及び性格

本計画の期間は、新ガイドラインに基づき、計画期間を延長し、令和３年度から

９年度までの７年間とする。

本計画は、長期的な医療環境の変化を見据え、計画期間中における目標及びその

目標を達成するための方策を定めたものである。

４ 計画の進行管理

本計画の着実な推進を図るため、毎年度、外部有識者で組織する「宮崎県病院事

業評価委員会」において本計画の進捗状況等について客観的な点検・評価を受け、

その結果をホームページなどで公表することとする。
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第２章 県立病院を取り巻く環境の変化

１ 医療ニーズの変化

急速な少子高齢化の進展と本格的な人口減少社会の到来により、患者の高齢化が

進むとともに、疾病構造も変化してきている。

こうした医療ニーズの変化に対応して必要な診療機能・体制を確保し、地域医療

機関等との連携を図りながら、高度で良質な医療の提供に努める必要がある。

２ 地域医療構想の推進

地域医療構想では、県内各医療圏において限られた医療資源を効率的・効果的に

活用し、切れ目のない医療・介護サービスを総合的に確保することが求められてい

る。

各県立病院においても、果たすべき機能・役割に応じて必要な病床数を確保しな

がら、医療ニーズの変化に対応し、受け皿となる在宅医療や介護サービスとも連携

した医療提供体制を構築する必要がある。

３ 働き方改革の推進

令和６年４月から施行される医師の時間外労働の上限規制に適切に対応するた

め、医師以外の職種の専門性を生かしたタスクシフト／シェア等による医師の負担

軽減に取り組みながら良質で持続可能な医療を提供していく必要がある。

また、夜勤や交代制勤務など多様な勤務形態がある中にあっても、次世代育成支

援（子育て関連）への取組など医療スタッフにとって働きやすい環境づくりに努め

る必要がある。

４ 社会保障関係費の抑制等

高齢者が増加する一方で、社会保障の担い手である労働人口が減少し、社会保障

費の増大や不足が予想される中で、医療費の抑制の観点から、診療報酬全体では平

成２８年度以降、マイナス改定が続いており、各種施設基準・加算についても厳格

化が進んでいる。

一方で、昨今のエネルギー価格上昇に伴う物価高騰など、病院を取り巻く経営環

境は更に厳しさを増している。

今後、ＤＰＣ制度（診断群分類による支払制度）の下での収益確保、費用節減に

努め、良質な医療を安定して提供できる経営基盤づくりを進めていく必要がある。
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５ 医療分野におけるデジタル化の進展

内閣府では、ＡＩホスピタル構想を掲げて、ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータの技術

を活用することにより、高度で先進的・最適化された医療サービスの提供と医療の

効率化、医療従事者の負担軽減を実現し、超高齢社会における医療の質の確保、医

療費増加の抑制、医療分野での国際的競争力の向上などを目指している。

また、医療分野全体におけるデジタル技術の活用を進め、医療の効率化や質の向

上を目指す、医療ＤＸの取組も進められている。

こうした国の動向等を踏まえながら、高度で先進的な医療サービスの提供、業務

の効率化及び患者の利便性の向上を図るため、病院機能のデジタル化を更に推進し

ていく必要がある。
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第３章 県立病院が果たすべき役割と機能

１ 経営の基本的な考え方

県立病院は、その設置条例において「公的医療機関として、また本県における医

療の中心として診療と研究に指導的役割を果たし、常に公企業の特性を発揮すると

ともに公衆衛生活動に加わり、公共の福祉を増進する」ことを経営の基本としてい

る。

また、経営に当たっては、地方公営企業法に基づき、常に企業の経済性を発揮す

ることとされ、一般会計が負担すべきとされる経費（不採算医療など）を除き、経

営に要する費用は収入をもってまかなうこととされ、健全な経営が求められている。

２ 新ガイドラインに基づく要請

「新ガイドライン」では、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、限られ

た医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用するという視点を最

も重視し、新興感染症の感染拡大時等の視点も持って、公立病院の経営を強化する

よう求めている。

また、「公立病院経営強化プラン」においては、地域医療構想等を踏まえ、個々

の公立病院が地域において果たすべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化

することが重要であり、その上で、当該役割・機能を果たすために必要となる以下

の項目について記載するよう求めている。

① 医師・看護師等の確保と働き方改革

② 経営形態の見直し

③ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

④ 施設・設備の最適化

⑤ 経営の効率化等への取組

３ 県医療計画等での位置づけ

県医療計画では、「安全で質の高い医療を切れ目なく効率的に提供する体制の確

立」という基本理念のもと、５疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖

尿病、精神疾患)、６事業(へき地医療、救急医療、小児医療、周産期医療、災害医

療、新興感染症発生・まん延時における医療)を中心とした医療提供体制の構築や、

医師等の医療従事者の養成・確保などによる医療提供基盤の充実を目指している。

その中で、県立病院は拠点病院等として、各種の役割・機能を担うことが期待さ

れている。
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⑴ ５疾病にかかる役割・機能

５疾病のうち、がんをはじめとする４つの疾病について、拠点病院あるいは急

性期を担う中核的病院として、その機能を果たしていくことが求められている。

区 分 宮崎病院 延岡病院 日南病院

がん 地域がん診療連携拠点病院 ○

宮崎県がん診療指定病院 ○ ○

脳卒中 急性期を担う中核的な医療機関 ○ ○ ○

心血管疾患 急性期を担う中核的な医療機関 ○ ○ ○

精神疾患 医療観察法鑑定入院医療機関等 ○

身体合併症対応医療機関 ○

⑵ ６事業にかかる役割・機能

６事業のうち、救急医療をはじめとする５つの事業について、地域の実情に応

じた機能を果たしていくことが求められている。

区 分 宮崎病院 延岡病院 日南病院

救急医療 第三次救急医療施設（救命救急センター） ○ ○

第二次救急医療施設 ○ ○

小児医療 小児地域医療センター ○ ○ ○

周産期医療 地域周産期母子医療センター ○ ○ ○

災害医療 基幹災害拠点病院 ○

地域災害拠点病院 ○ ○

新興感染症発 第一種感染症指定医療機関 ○

生・まん延時 第二種感染症指定医療機関 ○ ○

における医療 エイズ治療中核拠点病院 ○

⑶ 感染症対策等における役割・機能

各県立病院は、それぞれ第一種又は第二種感染症指定医療機関の指定を受け、一

類感染症（エボラ出血熱等）、二類感染症（急性灰白髄炎、ジフテリア、ＳＡＲＳ

等）や新型コロナウイルス感染症などの患者の入院を受け入れる役割を担っている。

このほか、宮崎病院はエイズ治療の中核病院にも指定されている。

なお、令和２年３月以降の新型コロナウイルス感染症対応では、各県立病院とも

指定医療機関としての受入病床数を大きく超える入院患者を受け入れてきたところ

であり、県立病院が本来担うべき救急医療や高度・急性期医療等との両立を図りな

がら役割・機能を果たしてきたところである。

これまでの経験も踏まえ、今後は、平時から、新興感染症等の感染拡大時の対応

に備え、必要な機能を備えておくことが求められている。

⑷ 医師の育成における役割・機能

全国との比較で「医師少数県」に位置づけられる本県では、医師確保が喫緊の課

題である。各県立病院は、臨床研修において基幹型臨床研修病院として指定され、

また、宮崎病院及び延岡病院は、専門医を目指す専攻医を対象とした専門研修プロ

グラムの認定を受けるなど、医師の確保・育成に取り組んでいるところであり、医

師の育成に対する期待は大きい。
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第４章 県立病院の使命

県立病院は、これまでも高水準で専門性の高い医療の提供に努めてきたところで

あるが、以上のような県立病院の県内医療における位置づけやこれまでの取組の成

果と課題、県立病院を取り巻く環境の変化を踏まえつつ、下記の使命のもと、次の

ような役割と機能を担っていくものとする。

１ 多数の診療科の連携による総合性を活かした高度・急性期医療の提供

高齢化の進展に伴い合併症のある救急患者や重症患者の増加が見込まれること

から、多数の診療科の連携による総合性を活かした救急医療や、がん治療などの

高度医療、脳卒中や急性心筋梗塞などの急性期の医療を担う。

２ 社会的要請により政策的に対応する必要がある医療の提供

医療観察法に基づく精神科特殊医療や、新型コロナウイルスをはじめ、新型イ

ンフルエンザ、エボラ出血熱や新興感染症などの感染症医療、大規模災害時の傷

病者の受入れ等を行う災害医療など、社会的要請から県立病院における対応が必

要となっている医療を担う。

３ 中核病院として地域医療機関等との連携強化による医療の提供

地域医療支援病院として市町村や地域医療機関等との役割分担を改めて見直

し、県立病院が地域で担うべき医療機能を明らかにした上で連携を強化し、在宅

療養中の患者や介護施設等入所者も含め、緊急な医療対応が必要な患者は確実に

受け入れるなど、重症患者や急性期の医療を担う中核病院としての役割を果すと

ともに、県内医療水準の向上に資するため、地域医療を担う人材の育成と確保に

貢献する。

４ 安定した経営基盤の確立による持続可能な医療の提供

県立病院が県民に対して、将来にわたって継続的に高度で良質な医療を提供で

きるよう、収益の確保や費用の節減、計画的な設備投資を行うなど、経営基盤の

強化に取り組む。

全県レベルあるいは地域の中核病院として、経営の健全性を維持しながら、

県民に高度で良質な医療を安定的に提供する。
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第５章 改定計画の基本目標と具体的取組

第４章に掲げる「県立病院の使命」が十分に発揮できるよう、計画期間における

医療、経営の両面おける基本目標を次のとおり定め、具体的取組を進めていくこと

とする。

各県立病院においても、基本目標を踏まえ、それぞれの圏域で求められる役割・

機能や経営環境に応じて、医療と経営の両面から具体的な取組・目標を定め、実践

していくこととする。

○ 医療における基本目標

県立病院へのニーズに対応した医療機能の一層の充実と地域の医療機関と

の機能分化・連携強化

地域の中で求められる医療機能や役割を十分に果たしていくために、救急医療や

高度・急性期医療、さらには感染症医療や災害医療等について、必要な人員体制の

確保等を図りながら一層の充実に取り組むとともに、地域医療支援病院として地域

の医療機関等との連携強化や患者サービスの充実などに取り組む。

（具体的な取組）

１ 質の高い医療の提供とそれを支えるスタッフの確保・充実

２ 救急医療や災害医療等の安定的かつ持続的な提供

３ 安心・安全な医療の提供と患者サービスの向上

４ 地域の医療機関との機能分化・連携強化と地域医療充実への貢献

○ 経営における基本目標

経営健全化に向けた取組の強化（病院事業全体での資金収支の改善）

今後とも現在の経営形態を維持し「病院事業全体での収支均衡（収益的収支での

黒字の確保）」を目指すとともに、近年、事業の運転資金となる現金ベースの収支

（資金収支）が悪化傾向にあるので、併せて「病院事業全体での資金収支の改善」

を目指し、次に掲げる取組を強化することにより、経営の健全性確保に努める。

また、計画期間中の各年度の収支計画及び数値目標を設定し、目標達成に向け取

り組むとともに、毎年度、達成状況の検証を行い、状況の変化を踏まえ必要な見直

しを行う。

（具体的な取組）

１ 医業収支の改善

２ 適切な設備投資・更新

３ 一般会計繰入金の確保・不断の見直し
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第６章 基本目標に係る具体的取組（医療）

１ 質の高い医療の提供とそれを支えるスタッフの確保・充実

⑴ 質の高い医療の提供

① 地域がん診療連携拠点病院あるいは県がん診療指定病院として手術、放射線

治療、化学療法等を組み合わせた集学的治療の更なる充実を図り、高度な医療

を提供する。

② 脳卒中、急性心筋梗塞等の急性期を担う病院として、高齢化に伴う今後の手

術件数の増加や最新の医療技術に対応しながら、高度な医療を提供する。

③ 民間医療機関では対応が困難なハイリスク分娩等の周産期医療を提供する。

④ 腎移植や造血幹細胞移植等の移植医療を安定的に提供する。

⑤ 多くの疾患に対し可能な限り早期にリハビリを開始するなどリハビリテーシ

ョン体制の充実を図る。

⑥ 宮崎病院の精神医療センターにおいては、民間の精神科病院では対応困難な

精神科救急患者や身体合併症を有する患者への対応など、民間医療機関の後方

支援機能を担う。

⑦ 宮崎病院の救急・総合診療センターやＩＣＵ、延岡病院の心臓脳血管センタ

ーや化学療法センターの整備など、病院の施設機能の充実により、一層質の高

い医療を提供する。

⑧ 宮崎病院に導入した手術支援ロボットシステム（ダ・ヴィンチ）の活用によ

り、患者にとって負担の少ない質の高い手術の増加を目指す。

⑨ 医療の質や機能を客観的に評価することが可能となるよう、各県立病院ごと

に毎年、重症患者の割合等の臨床指標を明らかにし、さらなる医療の質の向上

に取り組む。

⑵ 医療スタッフの確保・育成

（医師の確保・育成）

① 各大学に対し、県立病院としての役割を説明し医師派遣を要請するなど、関

係大学の協力を得ながら医師確保に引き続き取り組む。

② 臨床研修医確保のため、医学生にとって魅力的な臨床研修病院となるよう、

指導医確保など指導体制や研修プログラムの充実を図るとともに、臨床研修修

了者に向けた専門研修プログラムの充実を図る。また、医療法改正（平成３０

年度）により創設された「宮崎県キャリア形成プログラム」の対象医療機関と

して、宮崎大学各診療科等と連携しプログラム適用医師の育成を図る。

③ 専攻医研修資金貸与事業（宮崎大学医学部在籍の専攻医に研修資金を貸与し、

研修終了後に延岡病院又は日南病院に一定期間勤務した場合に返還を免除する

もの）により、延岡・日南病院に必要な医師確保を図る。

④ がん治療など高度医療を提供するためには、専門性の高い医師の確保が不可

欠であることから、積極的な研修派遣等により医師のスキルアップに取り組む。
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（看護師・コメディカル職員の確保・育成）

① 看護師採用試験について、地域枠採用（延岡病院、日南病院）や県外会場で

の試験実施等により、引き続き看護師確保に努める。また、必要に応じてＷＥ

Ｂ面接を行うことにより多くの受験者の確保に繋げる。

② 薬剤師など採用が困難な職種について、関係部局と連携して積極的なＰＲを

行うことにより、職員の確保に取り組む。

③ 「宮崎県立病院看護職員キャリア開発プログラム」に基づく看護職員研修に

より、最善の看護サービスを提供できる専門性の高い看護師の育成を図る。更

にｅラーニングシステムを活用し、ライフスタイルに合わせて学べる環境の提

供を図る。

④ チーム医療を推進するため、看護師、薬剤師等の医療スタッフについて、認

定看護師資格など各分野での高度な専門資格の取得を促進する。

⑶ 働き方改革の推進と誰もが働きやすい環境整備

① 令和６年４月からの医師の時間外労働上限規制の適用に適切に対応するた

め、勤怠管理システムを導入し、医師等医療スタッフの勤務実態を正確に把握

した上で、勤務実態に応じた勤務時間の割振りの見直しや必要な人員体制の確

保等に取り組み、速やかに３病院全てＡ水準に移行する。

② 医師事務作業補助者の体制拡充による医師の事務作業の負担軽減や、職種間

でのタスクシフト／シェアの推進などによる業務の均衡化・効率化を図る。ま

た、診療を補助する特定行為を行う看護師の育成に取り組む。

③ 病棟における二交代制の導入や育休等からの復帰プログラムの提示など、各

部署や個々の職員に適した勤務形態のあり方について検討を進めるとともに、

病院内での病児等保育の充実など就労環境の整備を図り、誰もが働きやすい職

場づくりを進める。

④ 各病院での安全衛生委員会の定期的開催等により、職場環境の状況把握や改

善の検討を進め、より良い職場環境づくりに取り組む。

⑤ 障がい者が働きやすい環境を整え、雇用の促進を図ることにより、障がい者

法定雇用率を達成する。

⑥ 職員の時間外労働削減と年次有給休暇取得の取組を促進するとともに、育児

休業等を取得している職員が安心して職場に復帰できるよう、支援策の充実を

図る。

⑦ デジタル化の推進による業務の標準化・効率化により、職員の業務負担軽減

を図る。
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２ 救急医療や災害医療等の安定的かつ持続的な提供

⑴ 救急医療提供体制の強化

① 第三次救急医療施設である宮崎病院、延岡病院では、救急・総合診療センタ

ー（宮崎）や心臓脳血管センター（延岡）などの整備充実とともに、ドクター

カー、ヘリポート等の効率的・効果的運用により、救急医療の最後の砦として

の役割・機能を発揮する。

また、圏域内で唯一、脳卒中や心筋梗塞に対応できる日南病院では、必要な

施設・人員体制の確保・充実を図りながら、第二次救急医療施設として圏域に

おける救急医療の確保に貢献していく。

② 救急患者を確実に受け入れられる体制を構築するため、救急専門医等の専従

スタッフや研修医の確保を図るとともに、院内各診療科との更なる連携・協力

体制の強化を図る。

③ 宮崎大学と連携し、救命救急科を希望する医師が十分な研修を行えるような

受入体制の充実を目指す。

⑵ 大規模災害時における医療提供体制の強化

① 基幹災害拠点病院又は地域災害拠点病院として、大規模災害時の医療機能の

維持のため、日頃から非常用電源設備や燃料、食料、医薬品等の備蓄品、地下

水浄化システム等の確保、維持管理を徹底するとともに、ＢＣＰ（事業継続計

画）に基づく自然災害や停電等を想定した防災訓練を定期的に実施する。

② 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を

育成し、県総合防災訓練や災害医療関連研修等へ積極的に参加させることなど

により、災害時に迅速に職員を被災地等へ派遣できる体制を整える。

また、災害支援ナースの派遣協定を県と締結した上で、災害等発生時には、

県からの派遣要請に基づき、速やかに災害支援ナースを派遣する。

③ 各地域の消防機関や他の災害拠点病院との連携を日頃から密にするととも

に、休日・夜間であっても、職員が迅速に病院に参集できる体制確保に努める。

⑶ 感染症への対応と通常医療との両立

① 感染症指定医療機関として必要な病床数を確保し、感染症を専門とする医師

や認定看護師等で構成する感染制御チーム（ＩＣＴ）の体制充実を図ることに

より、感染症患者の速やかな受入れと治療が行えるよう努める。

② 新型コロナウイルス感染症への対応では、各県立病院の有する医療機能に応

じて県が示す役割分担に従い、必要な場合には一部病棟を閉鎖して病床とマン

パワーを確保した上で、中等症以上の患者や他の医療機関では対応の難しい小

児、身体・精神障がい者等の患者の受入れを行ったところである。
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③ 救急医療や高度・急性期医療など他の医療機関では対応困難な医療を担って

いることから、新興感染症等の感染拡大時は、こうした通常医療の提供に支障

を来さないよう院内感染防止を徹底するとともに、感染患者受入れ病床の適切

な確保・調整や医療スタッフの柔軟な配置、他の医療機関との機能分担などに

より、通常医療との両立を図る必要がある。

そのため、宮崎県感染症予防計画や、県と締結する医療措置協定等に基づき、

新興感染症等の感染拡大時に備え、平時から感染拡大時を想定した専門人材の

確保・育成、感染防護具等の備蓄、クラスター発生時の対応のマニュアル化、

訓練等に取り組む。

３ 安心・安全な医療の提供と患者サービスの向上

⑴ 安心・安全な医療提供と患者・家族への支援機能の充実

① 医師が患者に治療内容や効果、危険性、費用などを事前に分かりやすく説明

し、治療の同意を得るインフォームド・コンセントの更なる徹底を図る。

② クリニカルパスの充実と活用により、医療の質の維持、診療内容の標準化・

効率化に努めるとともに、入院スケジュール等の提示により、患者・家族にと

って安心で分かりやすい医療の提供に努める。

③ 複雑・高度化する医療を患者の状況に応じ適切・的確に提供するため、認知

症ケアチーム、栄養サポートチームなど、多様な職種が業務分担や連携・補完

を行うチーム医療の一層の充実を図る。

④ 疾患の早期から患者の身体的苦痛や、家族を含めた精神的な不安等の軽減を

目指す緩和ケアの充実を図り、患者やその家族のＱＯＬ（生活の質）の維持・

向上に努める。

⑤ 患者支援センターを中心に、他の医療機関や高齢者福祉施設等との連携を図

りながら、患者の入院前から退院後までの各場面で必要な患者支援に取り組む

とともに、患者、家族からの様々な相談にもワンストップで対応するなど、患

者サポート体制の強化を図る。

⑥ ホームページや広報誌等で県立病院の役割や医療情報（診療内容、診療時間

等）を県民に分かりやすく提供するとともに、患者等に対するアンケートを実

施し、ニーズに対応したサービスの提供・改善に取り組むことで、より患者満

足度の高い病院を目指す。

⑵ 病院機能のデジタル化による患者サービスと医療機能の向上

① スマートフォン活用による電子カルテの利便性向上や、ＡＩ等のＩＣＴの活

用の検討など、業務効率化の推進により病院機能の向上を図る。また、令和６

年度の電子カルテシステム更新において、県立３病院での診療情報の共有や、

宮崎大学等との画像診断データや検査結果の共有等の機能連携について検討す

る。
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② 個人情報管理の徹底による健康保険証オンライン資格確認制度の活用をはじ

め、案内表示システム、スマートフォンを活用した再来受付サービス、外来診

察呼出機能の導入等により患者サービスの向上を図る。また、新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大時に来院制限などをせざるを得なかったことを踏まえ、オ

ンライン診療や遠隔インフォームドコンセント機能等の導入を検討する。

③ 全病棟への患者用Ｗｉ－Ｆｉの整備や、患者と家族のオンライン面会ができ

る環境を整備することにより、入院患者等の利便性及び療養環境の向上を図る。

④ 国が進める医療ＤＸの推進に合わせて、電子処方箋の導入や、電子カルテ情

報の標準化等を進めていく。

⑤ 国の示す「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえ、

サイバー攻撃等に対する適切なセキュリティ対策を実施する。

⑶ 医療事故防止等の医療安全対策の推進

① 医療事故を防止し、県民が安心して医療を受けられるようにするため、各病

院に設置している医療安全管理委員会・医療安全管理者等による安全管理対策

の検討やヒヤリ・ハット事例等にかかる情報を３病院で共有することや、必要

に応じて３病院合同での医療安全管理委員会を開催すること等により、病院全

体の医療安全レベルの向上を図る。

② 医療安全・事故防止に関する研修の実施や医療事故防止マニュアルの徹底に

より、医師をはじめとする医療スタッフの更なる医療安全・事故防止意識の醸

成を図る。

４ 地域の医療機関との機能分化・連携強化と地域医療充実への貢献

⑴ 地域の医療機関等との機能分化・連携強化

① 各地域においては、医療需要の減少等により厳しい状況に置かれていること

から、限られた医療資源を最大限効率的に活用し、医療圏全体で持続可能な医

療提供体制を構築する必要がある。

このため、各県立病院は、地域の医療需要等を分析した上で、担うべき役割

や機能を改めて見直し、関係自治体や他の公立病院と連携しながら、役割分担

と連携の強化を進める。

② 地域医療支援病院として、紹介率・逆紹介率の向上はもとより、高額医療機

器の共同利用や地域の医療従事者への症例検討会等の研修を実施するなど、他

の医療機関との連携強化と役割分担の徹底に努める。

③ かかりつけ医を含めた地域の医療機関から紹介があった専門的治療を要する

患者の受入れを行うとともに、病状が安定した患者が不安なく地域の医療機関

への転院や在宅等に移行できるよう、各病院に設置している患者支援センター

の機能充実を図る。
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④ 患者に切れ目のない医療・介護サービスが提供されるよう、地域連携クリニ

カルパスの積極的な活用を行うとともに、入退院時の患者情報の共有など、か

かりつけ医をはじめとする地域の医療機関や介護福祉サービス事業者等との連

携を進める。

⑵ 地域医療の充実への貢献

① 関係部局や宮崎大学等との連携を図りながら、臨床研修医や専攻医等の受入

れや研修の場の提供に積極的に取り組み、地域医療を担う高いスキルを持った

医師の養成に貢献していく。

② 地域医療科について、他の専門診療科と連携し、所属医師の技術力向上を図

るとともに、必要に応じて医師不足の地域への診療応援を行うなど、地域医療

の充実に貢献できる体制を構築する。

⑶ 住民の理解のための取組

地域医療提供体制を将来にわたって持続可能なものとするため、県立病院が担

う役割・機能を見直す場合には、地域医療構想調整会議等で協議し、理解を得た

上で、同一医療圏に存在する医療機関や関係する自治体と連携し、住民に対して

丁寧な説明を行う。
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第７章 基本目標に係る具体的取組（経営）

１ 医業収支の改善

⑴ 診療報酬制度への適切な対応による収益の確保

① 高度・急性期医療を担う地域医療支援病院、第二次・第三次の救急医療施設

として、医療機能の更なる充実を図るとともに、地域の医療機関との連携を深

めることにより、紹介患者や救急患者など新規患者の増加を目指す。

② 外部コンサルタントも活用し、ＤＰＣ制度（診断群分類による支払制度）の

下で、ＤＰＣデータを用いた他病院との比較分析等により、在院日数短縮や適

切な医療提供（投薬、検査、処置等）を進め、入院収益の増加を目指す。また、

手術や放射線治療など出来高払方式による医療についても充実を図り、収益を

確保する。

③ 外来については、外来化学療法など検査・治療体制の充実を図り、収益の増

加を目指す。

④ 必要な人員体制の確保等を図りながら、診療報酬改定に伴う新たな施設基準

や未取得の施設基準の取得に努める。

⑤ 診療報酬請求漏れ等の防止対策を更に徹底するとともに、未収金の発生防止

や回収体制の強化に取り組み、その縮減に努める。

⑥ 病院経営に精通する職員を育成するため、病院運営に関する研修の実施等に

取り組むとともに、経営力向上に必要な専門職種の確保・充実に向けた検討を

進める。

⑵ ３病院一体となった費用節減

① 医薬品、診療材料については、民間ノウハウも活用しながら共同購入を一層

推進することにより、スケールメリットを生かした購入費削減に取り組むなど、

費用の節減に努める。

② 後発医薬品の使用割合について、経営指標に定めた率を維持する。

③ フォーミュラリの作成を推進するとともに、バイオシミラー製剤の使用促進

を図る。

④ 診療材料購入については、委託事業者のノウハウを活用して、３病院での使

用材料の統一化・共通化に引き続き取り組むほか、ＳＰＤ方式（事業者が物流

倉庫を設けて材料を調達・管理し、各病院へ供給する方式）を導入し、在庫の

適正化を図るなど、費用の削減に取り組む。

⑤ 宮崎病院におけるエネルギーサービス事業（事業者が空調用熱源機器等の整

備、運用、維持管理を一体的に行う事業）の導入など、費用対効果を十分勘案

しつつ、民間ノウハウの活用による病院運営の効率化と費用節減に取り組む。
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⑶ 経営の見える化による安定的な事業運営の推進

① 各病院ごとに経営指標（経常収支比率、修正医業収支比率、病床利用率等）

を設定し、病院内で共有して達成を目指すことにより、職員一人ひとりが経営

参画意識を持って事業運営に取り組む体制を構築する。

② 各病院における経営改善に関する取り組みを３病院間で共有することによ

り、優れた取組については他病院でも実践に移すなど、１病院の改善効果が全

病院に及ぶような効率的・効果的な事業運営を推進する。

③ 診療科別、疾病別の収支分析等を行う原価計算の手法を導入し、地域におい

て県立病院が担うべき役割・機能を踏まえた上で経営の見える化を推進し、よ

り効率的な経営を目指す。

④ 県立病院事業評価委員会など、外部の視点から各病院での取組状況の評価を

受けることにより、目標達成に向けた積極的な事業運営を推進する。

２ 適切な設備投資・更新

⑴ 建物・施設等の整備

① 延岡、日南病院は改築後２０年以上が経過することから、「県立病院施設個

別施設計画」に基づき予防保全に努めることにより、施設の長寿命化と維持管

理費用の節減、後年度負担の平準化を図る。医師公舎その他の既存施設につい

ても、利用実態と後年度負担に配慮した計画的な改修等の実施や統合・廃止等

の検討を行う。

② 新たな建物、施設等の整備に際しては、医療機能の充実のほか、費用対効果

の視点からも十分な検討を行う。

⑵ 医療機器等の購入・更新

① 毎年度の医療機器の購入・更新は、外部コンサルタントを活用した中長期的

な更新計画を策定し、計画的に実施するとともに、購入機器の使用状況を確認

する。また、後年度の保守管理費用負担にも十分留意する。

② ＭＲＩ、リニアック等の高額医療機器については、事業全体での費用負担の

平準化を考慮して計画的な更新を行うとともに、稼働状況等によっては病院間

での共同利用などの取組を検討する。

⑶ デジタル化関連の投資

多大な費用が必要となるデジタル化推進のための設備投資については、３病院

間での共通化・標準化を前提に実施し、費用の節減を図る。
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３ 一般会計繰入金の確保・不断の見直し

① 地方公営企業法では、病院事業に要する経費のうち、「その性質上、経営に

伴う収入をもって充てることが適当でない経費」や「病院事業の性質上、能率

的な経営を行っても、なお、その経営に伴う収入のみをもって充てることが客

観的に困難であると認められる経費」については、県の一般会計において負担

（一般会計繰入金）することとされている。各県立病院では、救急医療や小児

医療、周産期医療等の政策医療・不採算医療を担っていることから、それらに

要する経費については、繰入金を確実に確保することで、県民への高度で良質

な医療の提供に努める。

② 総務省の繰出基準に則した適正な繰入金を確保するとともに、各病院とも効

率的な経営に努める。
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４ 計画期間中の各年度の収支計画（病院事業全体） 単位：百万円

※１：償却前損益 ＝（病院事業収益－現金収入を伴わないもの（長期前受金戻入など））

－（病院事業費用－現金支出を伴わないもの（減価償却費など））

※ 主な項目を抜粋しており、四捨五入しているため、内訳と合計が一致しないことがある。

R3
（決算）

R4
（決算）

R5
（見込）

R6 R7 R8 R9

病院事業収益 35,640 38,040 37,793 38,881 39,988 41,153 41,418

医業収益 28,328 30,590 32,175 33,567 34,538 35,474 36,430

入院収益 19,469 21,495 22,661 23,481 24,120 24,823 25,545

外来収益 7,807 8,003 8,405 8,938 9,255 9,476 9,699

一般会計負担金 724 723 717 746 746 746 746

医業外収益 7,224 7,451 5,447 5,315 5,450 5,617 4,988

一般会計負担金 5,266 5,514 3,082 2,954 2,937 2,927 2,912

一般会計補助金 361 252 151 276 217 159 100

特別利益 88 0 172 0 0 62 0

病院事業費用 35,508 39,214 42,896 41,657 42,526 42,777 42,903

医業費用 33,648 37,200 38,774 39,517 40,338 40,555 40,664

給与費 16,725 17,414 18,306 18,825 18,914 18,929 18,942

材料費 8,890 9,510 10,164 10,217 10,457 10,694 10,931

経費 5,324 5,570 5,825 6,108 6,214 6,309 6,403

減価償却費 2,496 4,296 4,284 3,917 4,490 4,460 4,219

医業外費用 1,860 2,014 2,227 2,140 2,187 2,222 2,239

特別損失 0 0 1,896 0 0 0 0

純損益 132 -1,174 -5,103 -2,776 -2,537 -1,625 -1,485 

経常収支 44 -1,174 -3,379 -2,776 -2,537 -1,686 -1,485 

経常収支比率 100.1% 97.0% 91.8% 93.3% 94.0% 96.1% 96.5%

修正医業収支 -6,044 -7,334 -7,316 -6,697 -6,547 -5,827 -4,980 

修正医業収支比率 82.0% 80.3% 81.1% 83.1% 83.8% 85.6% 87.8%

1,339 2,101 -773 -162 286 801 1,314

収益的収支

償却前損益（※１）
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５ 経常黒字化を目指す時期及びその道筋

各病院において、その機能を最大限に発揮しながら、診療報酬制度に的確に対応す

るとともに、地域医療機関との連携をより一層強化し、経営改善、収益確保を確実に

図っていく。

また、共同購入の取組等による費用の節減や、費用対効果を踏まえた計画的な設備

投資・更新等を行うとともに、職員一人ひとりの経営参画意識を高めて３病院一体と

なった収支の改善に努める。

併せて、地域の医療需要等に対応した適正な病院機能の見直しを進め、病院事業全

体で、令和１４年度の経常収支黒字化を目指す。

※１：償却前損益 ＝（病院事業収益－現金収入を伴わないもの（長期前受金戻入など））

－（病院事業費用－現金支出を伴わないもの（減価償却費など））

※ 主な項目を抜粋しており、四捨五入しているため、内訳と合計が一致しないことがある。

R10 R11 R12 R13 R14 R15

病院事業収益 41,669 41,807 41,634 41,730 42,049 42,281

医業収益 36,568 36,704 36,841 36,987 37,133 37,280

医業外収益 5,102 5,100 4,793 4,681 4,897 4,860

特別利益 0 3 0 62 19 141

病院事業費用 42,671 42,288 41,795 41,780 41,993 42,108

医業費用 40,438 40,053 39,559 39,535 39,686 39,811

医業外費用 2,233 2,235 2,237 2,244 2,307 2,297

特別損失 0 0 0 0 0 0

純損益 -1,002 -481 -162 -50 56 173

経常収支 -1,002 -484 -162 -111 37 32

経常収支比率 97.7% 98.9% 99.6% 99.7% 100.1% 100.1%

修正医業収支 -4,617 -4,095 -3,464 -3,294 -3,299 -3,278 

修正医業収支比率 88.6% 89.8% 91.2% 91.7% 91.7% 91.8%

1,453 1,910 2,040 2,178 2,298 2,437

収益的収支

償却前損益（※１）
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臨床指標・経営指標等

１ 各年度の数値目標（病院事業全体）

２ 各病院の数値目標を設定する項目

３ 経営上、実績値を管理する指標（各病院ごと）

令和４年度
（実績）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

1 　経常収支比率（％） 97.0% 91.8% 93.3% 94.0% 96.1% 96.5%

2 　医業収支比率（％） 82.2% 83.0% 84.9% 85.6% 87.5% 89.6%

3 　修正医業収支比率（％） 80.3% 81.1% 83.1% 83.8% 85.6% 87.8%

病院事業全体

項　目

医療機能に係るもの 手術件数

医療の質に係るもの 入院患者のパス適用率

紹介率

逆紹介率

経常収支比率

医業収支比率

修正医業収支比率

１日平均外来単価

（稼働）病床利用率

１日当たり入院患者数

１日当たり外来患者数

１日平均入院単価

１日平均外来単価

連携の強化等に係るもの

収支改善に係るもの

収入確保に係るもの

指　標

重症患者の割合
（一般病棟用「重症度、医療・看護必要度」の基準を満たす患者割合）

外来化学療法を行った延べ患者数

救急患者数（救急車受入件数）

ＤＭＡＴチーム数

高度な手術件数の割合（点数が１万点以上の手術件数の割合）

在宅復帰率

平均在院日数

クリニカルパス件数

後発医薬品の使用割合

給与費の対修正医業収支比率

材料費・経費の対修正医業収支比率

医師数

認定看護師配置数（総看護師配置数）

認定薬剤師配置数（総薬剤師配置数）

その他 臨床研修医受入れ数

医療機能に係るもの

医療の質に係るもの

経費削減に係るもの

経営の安全性に係るもの
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第８章 各県立病院の具体的取組

１ 県立宮崎病院

⑴ 基本的方向

県内でも有数の診療機能を備え、４疾病・５事業にかかる基幹的な拠点病院等と

位置づけられていることから、引き続き、全県レベルの中核病院としてその役割を

果たしていく。同時に地域医療支援病院として、地域の医療機関との連携をより深

め、機能分化を進めながら、「地域とともに歩み良質で高度な医療を提供する患者

さま中心の病院をめざす」という病院運営の基本理念の実現を目指し、職員一丸と

なって取り組む。

併せて１次・２次救急医療機関との連携を図りながら、３次救急医療機関として

重症・重篤救急患者等に的確に対応し、「断らない救急」の実現を目指す。

経営面では、当面は改築に伴う建物の減価償却費計上等により収益的収支の悪化

が見込まれることから、職員一人ひとりが経営状況に対する強い危機意識と経営参

画意識を持って、早期に黒字転換できるよう収益の確保、費用の節減に取り組む。

⑵ 県立病院へのニーズに対応した医療機能の一層の充実と地域との連携強化

① 質の高い医療の提供とそれを支えるスタッフの確保・充実

ⅰ) 質の高い医療の提供

・ 地域がん診療連携拠点病院として総合診療基盤を生かした集学的治療（手

術・放射線治療・化学療法）やチーム医療のさらなる充実、がん患者の身

体的・精神的苦痛を取り除くための緩和ケアの強化、がんゲノム治療の推

進を図る。

・ 脳卒中、急性心筋梗塞等の急性期を担う中核的な病院として、最新医療

技術の導入による高度な医療提供や早期回復を図るためのリハビリの充実

を図る。

・ 新たに導入した手術支援ロボットシステム（ダ・ヴィンチ）については、

現在、泌尿器科、産婦人科、呼吸器外科及び耳鼻咽喉科･頭頸部外科におい

て手術を行っているが、その機能を最大限に発揮できるよう対象診療科を

さらに拡大するとともに、患者にとってより低侵襲で安全性の高い手術の

増加を図る。

・ ハイリスク妊娠・分娩や周産期の救急搬送、低体重児への対応など、周

産期医療体制の充実・強化を図る。

・ 腎移植や造血幹細胞移植等の移植医療を引き続き安定的に提供する。

・ 民間の精神科病院では対応困難な精神科救急や身体合併症を有する患者

の医療を引き続き提供する。

・ 新病院の整備によって増床・機能強化したＩＣＵ、手術室、化学療法室

等について、その機能を十分に活用して、より質の高い医療を提供する。

・ 認知症やせん妄患者が身体疾患の治療を円滑に受けられるようスクリー

ニングを行い、多職種の医療従事者で編成するチームが早期介入し予防的

ケアを実施するなど、安心安全なケアの充実を図る。
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・ クリニカルパスの適用率と質の向上を図るため、委員会活動をより一層

強化し多職種連携を推進していくとともに、クリニカルパス推進室の設置

を視野に入れた人材を育成する。

・ 疾病の進展の防止、回復・予後などの過程における治療の土台として、

外来及び入院における治療期間等を考慮の上、患者の栄養状態や食習慣に

見合った栄養食事指導を積極的に推進する。

ⅱ) 医療スタッフの確保・育成

・ 関係大学の協力を得ながら医師確保に努めるとともに、看護師等の医療

スタッフの確保や院内での教育・研修体制の充実を図る。

・ 病院説明会への参加等による広報の強化や、医学生の病院見学受入れに

より初期臨床研修医の確保を図る。

・ 現在８診療科（内科、総合診療科、整形外科、麻酔科、精神科、小児科、

外科及び救急科）において、専門研修プログラムの基幹施設となっており、

各プログラムのより一層の充実を図ることで、専攻医への研鑽の場の提供

及び地域に貢献できる医師の育成に取り組む。

・ 大学病院等、他の研修施設から若手医師を積極的に受け入れることによ

り、本県の医師確保及び医師の育成に貢献する。

・ 専門性の高い医師の確保・育成や看護師をはじめとする医療スタッフの

高度な専門資格取得のため、各種学会・研修への積極的な参加を支援して

いく。

・ 宮崎県内初の集中治療領域における特定行為研修指定研修機関となるこ

とにより、医療の質向上に寄与するとともに、チーム医療において高度専

門的な能力を発揮できるすぐれた看護師を育成する。

・ 医療スタッフのスキルアップ等を図るため、各種研修の実施に当たって

は、新病院のシミュレーションルームや新たに整備した研修棟等を積極的

に活用していく。

・ 手術支援ロボットシステム（ダ・ヴィンチ）を用いた先進医療を提供す

るためには、医師や看護師、コメディカル等の専門的なトレーニングが必

要不可欠であることから、積極的な研修派遣等によりスキルアップに取り

組む。

ⅲ) 働き方改革の推進と誰もが働きやすい環境整備

・ 令和６年４月からの医師の時間外労働上限規制の適用に適切に対応する

ため、新たに導入する勤怠管理システムによる適切な労務管理やタスクシ

フト／シェアの推進などを通じ、時間外縮減のほか業務の適正化、効率化

に取り組む。なお、当面、時間外労働の特例水準については、Ｂ水準を適

用するが、令和８年度末を目標に、全診療科Ａ水準に移行する。

・ 育児休業等の取りやすい環境の整備や超過勤務の削減、休暇の取得促進

に向けて、業務の効率化を図り、ワークライフバランスを推進する。
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・ 看護師の特定行為研修指定研修機関として、医師の負担軽減のためのタ

スクシフト／シェアの担い手の確保・育成に取り組む。また、タスクシフ

ト／シェアを効果的に進めるために、医師や看護師等の意識改革、知識・

技能の習得、各職種における業務の効率化等にも引き続き取り組んでいく。

・ 看護師をはじめ、医療スタッフを確保するため、引き続き院内保育所の

運営等、働きやすい環境の整備に取り組む。

・ 医師事務作業補助者の確保・充実の検討を進め、全診療科を対象とした

外来補助、カンファレンス準備、各種オーダー入力等を行うことにより、

医師のタスクシフティングを強力に推進する。

② 救急医療や災害医療等の安定的かつ持続的な提供

ⅰ) 救急医療提供体制の強化

・ ドクターカーや新病院屋上に整備したヘリポート及び外来・病棟が一体

となった救急・総合診療センターの機能を最大限活用するとともに、救急

専門医等の専従スタッフや研修医の確保により、県の第３次救急を担う救

急医療の最後の砦として救急患者の受入体制の充実を図る。

・ 少産や少子化が進む中、周産期センターに新たに整備したＬＤＲ（陣痛･

分娩室）などを十分に活用するとともに、産婦人科と新生児科の連携を強

化しながら安心・安全な出産ができる周産期医療提供体制の構築を目指す。

・ 周産期医療との有機的な連携を図りながら、小児救急医療の充実・強化

を推進する。

・ 身体合併症を有する精神科救急患者の受入れや、県内の精神科救急医療

システム病院（輪番施設）と連携した医療を引き続き提供する。

ⅱ) 大規模災害時における医療提供体制の強化

・ 被災後も診療が継続できるよう、事業継続計画に基づく災害訓練の実施

及び災害対応マニュアルの見直しを行うとともに、災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の活動の充実を図るなど、

災害医療機能の強化に取り組む。

・ 基幹災害拠点病院として、地域の消防機関や他の災害拠点病院との連携、

ＤＭＡＴ隊員の派遣、患者の受入・搬送の調整等を行うための体制を整備

し、その役割を担っていく。

ⅲ) 感染症への対応と通常医療との両立

・ 宮崎県や地元医療機関と緊密に連携し、重症及び中等症Ⅱの患者に加え

て、他の医療機関では対応が困難な周産期、乳幼児、身体・精神障がい者、

透析患者など多様な新興感染症患者を受け入れる。
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・ 新興感染症等の患者受入れに当たっては、新病院に整備した第二種感染

症病床６床と既存施設を改修し整備した第一種感染症病床２床のほか、Ｉ

ＣＵや小児病棟などの陰圧室を最大限活用するとともに、非常時には通常

医療とのバランスを考慮しながら、病棟の一部を感染防御区画に転換する

など、適時適切に対応する。

・ 新興感染症等の感染拡大時に備え、平時から院内感染対策の徹底を図る

とともに感染拡大時を想定した感染看護認定看護師等の専門人材の確保・

育成、感染防護具の備蓄や各種感染対策設備等の定期点検を実施する。

また、感染対策マニュアルの改訂を定期的に行う。

・ 新興感染症拡大時においては、院内に新興感染症連絡会議を設置し院内

感染対策の周知徹底を図るとともに、他の医療機関では対応が困難な周産

期、乳幼児、身体・精神障がい者、透析患者など、多様な新興感染症患者

を円滑に受け入れるための病床の確保を行う。

③ 安心・安全な医療の提供と患者サービスの向上

ⅰ) 安心・安全な医療提供と患者・家族への支援機能の充実

・ 入院から退院、あるいは他の医療機関への転院にかかる様々な相談等に

一体的に対応できるよう患者支援センターの更なる機能充実を図る。

・ 感染防止対策の一環として、ＩＣＴを活用した患者・家族支援の充実を

図る。

・ 予約センターを設置するなど、地域の病院から紹介された患者に対する

予約登録の円滑化を図る。

・ がん相談基礎研修を計画的に受講させるなど、がん相談員の積極的な育

成を行い、がん相談・セカンドオピニオン・就労支援等のがん相談センタ

ー業務の更なる拡充を図る。

・ 患者満足度調査を毎年実施し、当院を利用する外来・入院患者に対し患

者サービスのプロセスを確認し改善することで、患者満足度の向上を図る。

ⅱ) 病院機能のデジタル化による患者サービスと医療機能の向上

・ 外来患者の診察待ち順番をモニターに表示し、さらにその情報をスマー

トフォンで院内・院外を問わず確認できるシステムを導入することにより、

待合スペースの混雑緩和による感染防止対策や診察待ち時間の有効活用を

図る。

・ 患者用Ｗｉ－Ｆｉ環境を提供するとともに、インターネットを活用した

患者面会方法を導入するなど、患者サービスの向上を図る。

・ 次期電子カルテシステム更新に合わせて、病棟で使用しているＰＤＡ端

末をスマートフォン端末とし、電子カルテの更なる利便性向上を図る。

・ マイナンバーカードの健康保険証利用（オンライン資格確認）とあわせ

て、患者のより一層の利便性向上のため、電子処方箋の早期導入を図る。
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ⅲ) 医療事故防止等の医療安全対策の推進

・ 医療安全管理委員会を中心に、院内においてインシデント事例に係る情

報の共有を徹底するとともに、教育・研修の充実や医療事故マニュアルの

活用を推進することにより、職員一人ひとりの医療安全に対する意識の更

なる向上に取り組む。

・ 事例等について３病院での情報共有を行い、医療安全レベルの向上を図

る。

④ 地域の医療機関との機能分化・連携強化と地域医療充実への貢献

ⅰ) 地域の医療機関等との機能分化・連携強化

・ 病院幹部や患者支援センターが中心となり地域医療機関や登録医への訪

問を積極的に実施することにより、相互の連携を更に深めていく。

・ 地域医療機関との連携を強化することにより新患の受入促進、紹介率・

逆紹介率の向上、地域連携クリニカルパスの拡大を推進する。

・ 地域医療従事者を対象にした研修会の開催や医療機器の共同利用の促進

を図ることにより、地域医療支援病院に求められる役割を果たしていく。

・ 地域医療機関を対象とした病院見学会を定期的に開催し、高度急性期病

院としての機能・設備等を積極的に紹介するとともに、患者支援センター

との意見交換の場を設けることにより、顔の見える関係を構築し、より一

層の連携強化を図る。

・ 地域の保険薬局（かかりつけ薬剤師・薬局）との連携を強化し、院外処

方を推進する。さらに入院・外来から在宅及び在宅から入院への移行をよ

りスムーズに行えるよう、必要な患者に対する在宅訪問薬剤管理指導や入

院前持参薬情報提供に関する情報共有の仕組みを構築する。

ⅱ) 地域医療の充実への貢献

・ 地域医療を担う医師を育成するため、各診療科での臨床研修や専攻医と

しての救急診療や総合診療の実践を通じ、超高齢社会において多病を有す

る高齢患者等を確実に診療できるスキルを持った医師を養成する。

・ 自治医科大学卒業医師やキャリア形成プログラム適用医師等の若手医師

に対してキャリア形成の支援を行うとともに、地域医療科を中心に医療資

源の不足する地域の医療機関等への医師派遣に関する支援を行う。
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⑶ 経営健全化に向けた取組の強化（病院事業全体での資金収支の改善）

新病院開院後の経営については、救急・総合診療センターやＩＣＵ、手術室等

の整備・拡充をはじめ、新病院建設に際して多大な整備費等を要していることを

踏まえ、各設備の機能を最大限に活用した収益増への取組を強力に推進するなど、

職員一人ひとりが経営状況に対する強い危機意識と経営参画意識を持って、収益

の確保、費用の節減に一丸となって取り組んでいく。

今後、手術件数の増加に積極的に取り組むことにより、現在のＤＰＣ標準病院

群からＤＰＣ特定病院群への昇格を目指していく。

① 医業収支の改善

ⅰ) 診療報酬制度への適切な対応による収益の確保

・ 経営改善プロジェクトチームを中心として、個別具体的な課題について

詳細に分析・検討を行い、診療科・診療分野別の改善提案につなげること

により収益増を図る。

また、各診療科等が取り組む改善事項について、適正な評価を実施する

など院内全体における経営改善システムの定着・深化を強力に推進する。

・ 毎週、院長をトップとした病床調整会議を開催し、リアルタイムの病床

利用率を把握することにより、短期、中期、長期の視点を織り交ぜた定期

的な病床定数の見直しを行い、ベッドの有効活用を図る。

・ 医師と診療情報管理士や医事スタッフ間の連携を一層強化することでコ

ーディングの精度アップを図るなど、ＤＰＣ分析ソフトの活用により効率

的なＤＰＣ運用に取り組み、クリニカルパスの適切な使用等による診療報

酬の改善につなげていく。

・ 診療報酬改定に伴う新たな施設基準等を取得し、収益の確保を図る。

・ 外部コンサルタントによる診療科別・部門別の経営改善ミーティングを

定期的に実施し、各種加算の取得増や算定漏れ防止等の取組、医療機関別

係数の向上を推進する。

・ 未収金の縮減に向けた取組について、公費負担医療制度の活用等による

未収金発生の抑制や未収金徴収員の夜間徴収など従来の対策を行うほか、

民間の保証会社や入院医療費保障サービスについても活用を検討していく。

ⅱ) ３病院一体となった費用節減

・ 県立宮崎病院の経営を取り巻く環境は、新病院建設に係る多額の整備費

等によりさらに厳しい状況にあることから、費用の執行に当たっては、聖

域なき見直しを行いその縮減に向けて病院幹部をはじめ各部門間で緊密に

連携・協力を図り、積極的な費用節減に取り組んでいくこととする。

・ 医薬品や診療材料の共同購入を積極的に推進し、費用の削減に取り組ん

でいく。

・ 新病院開院に合わせて導入した消化払い方式の物品管理業務（ＳＰＤ）
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により在庫の適正化を図るなど、費用の削減に取り組んでいく。

・ 医薬品については、経費削減効果の高いものや使用量の多いものなどを

後発医薬品またはバイオシミラー製剤へ積極的に移行し、費用の削減に努

める。特にバイオシミラー製剤については医療費削減効果の高いことから、

重点的に移行を推進する。

・ 医薬品を効果的、経済的及び適正に使用するためのフォーミュラリ導入

について、医師、薬剤師など医療従事者や関係団体と協働の上、院内フォ

ーミュラリを一部品目で導入するとともに地域フォーミュラリ導入につい

ても検討する。

ⅲ) 経営の見える化による安定的な事業運営の推進

・ 毎月作成する経営状況サマリーを活用して、全職員に対して経営状況の

周知を図るとともに、「紹介患者増⇒新患増⇒ＤＰＣ入院期間の適正化⇒逆

紹介増」の経営改善サイクルの円滑化を浸透させ、あわせて診療科別の個

別具体的な目標の提案・実行を積極的に実施していく。

・ 年度毎に設定する経営指標に対する達成状況の公表や病院事業評価委員

会による経営の見える化を行い、安定的な事業運営を推進する。

・ 良質で安全な医療の提供及び安定的な事業運営を推進するため、病院機

能評価の継続的な取組により、引き続き病院全体で医療の質の改善を図っ

ていく。

② 適切な設備投資・更新

・ 新病院の施設を適切に保全することで、修繕費用の低減を図るとともに、計

画的な設備更新に向けた検討を行う。またエネルギーサービス事業により各年

度の熱源機器に係る費用の平準化を図る。

・ 医療器械の導入･更新については、外部コンサルタントを活用し、医療水準

の確保と費用対効果を十分考慮した中長期的な計画を策定するとともに、将来

にわたる収支バランスにも留意しながら、計画的に行っていく。
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計画期間中の各年度の収支計画（県立宮崎病院） 単位：百万円

※１：償却前損益 ＝（病院事業収益－現金収入を伴わないもの（長期前受金戻入など））

－（病院事業費用－現金支出を伴わないもの（減価償却費など））

※ 主な項目を抜粋しており、四捨五入しているため、内訳と合計が一致しないことがある。

R3
（決算）

R4
（決算）

R5
（見込）

R6 R7 R8 R9

病院事業収益 15,194 18,083 18,245 18,871 19,427 20,289 20,238

医業収益 12,345 14,759 15,284 16,118 16,730 17,259 17,796

入院収益 8,045 9,960 10,291 10,742 11,156 11,567 11,992

外来収益 3,829 4,275 4,444 4,820 5,001 5,110 5,220

一般会計負担金 337 337 335 353 353 353 353

医業外収益 2,849 3,324 2,789 2,752 2,697 2,969 2,441

一般会計負担金 2,094 2,496 1,493 1,523 1,532 1,538 1,537

一般会計補助金 162 114 68 133 104 75 45

特別利益 0 0 172 0 0 62 0

病院事業費用 16,287 19,460 22,075 20,288 20,670 20,811 20,847

医業費用 15,539 18,526 19,111 19,230 19,558 19,660 19,676

給与費 7,863 8,231 8,564 8,806 8,860 8,867 8,891

材料費 4,157 4,790 5,142 5,138 5,304 5,446 5,590

経費 2,373 2,385 2,498 2,604 2,690 2,761 2,832

減価償却費 1,007 2,801 2,814 2,489 2,596 2,526 2,301

医業外費用 748 934 1,068 1,057 1,112 1,151 1,171

特別損失 0 0 1,896 0 0 0 0

純損益 -1,093 -1,377 -3,830 -1,417 -1,243 -522 -610 

経常収支 -1,093 -1,377 -2,106 -1,417 -1,243 -583 -610 

経常収支比率 93.3% 92.9% 89.6% 93.0% 94.0% 97.2% 97.1%

修正医業収支 -3,531 -4,104 -4,162 -3,465 -3,181 -2,754 -2,233 

修正医業収支比率 77.3% 77.8% 78.2% 82.0% 83.7% 86.0% 88.7%

-455 1,231 -160 404 659 921 1,160

収益的収支

償却前損益（※１）
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臨床指標・経営指標等の各年度の数値目標（県立宮崎病院）

令和４年度
（実績）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

1 手術件数（件） 4,278 4,459 4,500 4,600 4,700 4,800

2 入院患者のパス適用率（％） 48.1% 48.6% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%

3 紹介率（％） 84.4% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%

4 逆紹介率（％） 90.2% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%

5 経常収支比率（％） 92.9% 89.6% 93.0% 94.0% 97.2% 97.1%

6 医業収支比率（％） 79.7% 80.0% 83.8% 85.5% 87.8% 90.4%

7 修正医業収支比率（％） 77.8% 78.2% 82.0% 83.7% 86.0% 88.7%

8 （稼働）病床利用率（％） 76.2% 75.5% 76.5% 77.5% 78.5% 79.3%

9 １日当たり入院患者数（人） 372人 372人 377人 382人 387人 391人

10 １日当たり外来患者数（人） 654人 636人 645人 656人 664人 671人

11 １日平均入院単価（円） 73,447円 75,744円 78,016円 79,967円 81,966円 84,015円

12 １日平均外来単価（円） 26,894円 28,856円 30,876円 31,494円 31,809円 32,127円

宮崎病院
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２ 県立延岡病院

⑴ 基本的方向

当院の対象地域となる延岡西臼杵医療圏及び日向入郷医療圏の面積は県全体の約

４割と広大であり、ほとんどが中山間地域であるため人口減少・高齢化が急速に進

むほか、人口１０万人当たり医師数が県平均を下回るなど、医療を取り巻く環境は

年々厳しさを増してきている。

当院は、県北地域における高度医療や救急医療を提供する中核病院として、また、

地域完結型医療の提供を目指す地域医療支援病院として、さらには地域災害拠点病

院として、引き続きその役割を果たしていく必要があり、病院運営の基本理念の実

現に向け、質の高い医療の提供とそれを支えるスタッフの確保・充実を図るととも

に、地域の医療機関との連携強化等に努める。

経営面では、職員一人ひとりが経営参画意識を持って、ＤＰＣ制度の下での診療

報酬の確保や費用の節減に取り組むことにより、引き続き収益的収支及び資金収支

の黒字の確保に努める。

⑵ 県立病院へのニーズに対応した医療機能の一層の充実と地域との連携強化

① 質の高い医療の提供とそれを支えるスタッフの確保・充実

ⅰ) 質の高い医療の提供

・ 県がん診療指定病院として、県北地域で唯一、病理部門、放射線治療部

門を有する機能を活かし、チーム医療に基づく集学的治療（手術・薬物療

法・放射線治療）を推進するとともに、身体的・精神的苦痛を取り除くた

めの緩和ケアの更なる充実を図ることにより、高度で良質ながん医療を提

供する。また、移転・拡充した化学療法センターにより、近年増加してい

る患者の受入体制を強化し、良質な外来化学療法を推進する。

・ 県北地域において循環器疾患及び脳血管疾患にかかる医療を担う拠点病

院として医療提供体制の一層の充実・強化を図るため、中心的役割を担う

心臓脳血管センターにハイブリッド手術室を設置して機能を更に強化する

とともに、効果的な運用を行うための体制を構築する。

・ ＩＣＴを活用した遠隔診療支援システムによる診療機能の更なる充実や

連携医療機関との医療機能の分化連携を図る。

・ 在院日数の短縮や医療の質の向上を図るため、移転・拡張したリハビリ

テーションセンターや新設した心臓リハビリテーション室の機能・体制の

充実により、早期・集中的な切れ目ない急性期リハビリテーション（いわ

ゆる３６５日リハ）の実施について検討する。

・ 総合診療センター（総合診療科）を新設し、他の医療機関から受け入れ

た患者について、診療科を特定できないケースや特定の疾患に限定しない

多角的視点に基づく診療を実施する。

・ 県北地域において質の高い急性期医療を提供するため、手術部門の強化

を図り、これまで以上に高度な手術が提供できる体制を構築する。
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・ 認知症、せん妄等の患者が安全に高度医療が受けられるよう、専従の認

知症看護認定看護師の配置及び病棟看護師への研修の充実を図り、認知症

等の患者へのケアの向上を図る。

・ 薬剤業務において、薬物療法の有効性や安全性の向上等に資する病棟薬

剤業務や薬剤管理指導等の更なる充実・推進を図る。

・ 疾病の進展防止等や治療の土台として重要な役割を担う栄養食事指導等

を更に推進するとともに、術後の栄養障害の防止等に有効な周術期等口腔

機能管理等を更に推進する。

・ クリニカルパスの適用拡大を図るため、パスに精通した人材を育成し、

パス評価と定期的な見直しを行うための体制充実を図る。

ⅱ) 医療スタッフの確保・育成

・ 当院と関係の深い大学に対して引き続き医師の派遣を要請していくとと

もに、臨床研修センターを強化し、臨床研修医を確保するための魅力ある

研修プログラムの整備、病院見学等の受入れなど、研修医受入れ体制の強

化を図る。

・ 患者の状態に合わせたタイムリーな対応、患者の全体像を捉えた生活支

援の強化、多職種との協働のために特定行為ができる認定看護師の育成に

取り組む。

・ チーム医療の推進や新たな施設基準の取得等のために必要な人材につい

て、長期的視点による的確な分析に基づき計画的な育成・確保を図る。

・ 積極的な学会派遣等によりスキルアップに取り組み、高い専門性を有す

る医師の育成や看護師・薬剤師等スタッフの専門資格の取得を引き続き支

援するとともに、院内研修の一層の充実や先進的な病院への研修派遣を積

極的に行う。

・ 専門性の高い職員の安定的な確保や大規模災害時における医療スタッフ

確保のため地域枠採用の活用を図る。

ⅲ) 働き方改革の推進と誰もが働きやすい環境整備

・ 令和６年４月からの医師の時間外労働上限規制の適用に適切に対応する

ため、医師の働き方改革の推進が喫緊の課題となっていることから、医師

の働き方改革強化委員会及び推進委員会を設置し、タスクシフト／シェア

を進めることなどにより、時間外労働の削減に取り組むとともに、医療従

事者の負担軽減計画を策定し、毎年の取組内容を評価する。

・ 医師の時間外労働上限規制を遵守するため、新たな勤怠管理システムを

導入し勤務実態の見える化を図るとともに、安全衛生委員会等において状

況を常に把握し、改善のための取組を推進していく。
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・ 医師の事務作業の負担軽減を進める上で重要な役割を担う臨床支援士（医

師事務作業補助者）による支援体制を強化するため、副院長（業務）及び

臨床支援士で組織する部門（臨床支援科）の設置の検討を進めるとすると

ともに、施設基準区分１５対１の取得の検討を進め、外来診療補助、診断

書等書類作成、カンファレンス準備等を行うことで医師のタスクシフティ

ングを強力に推進する。

・ 育児短時間勤務を活用しながら働く環境を整えつつ、看護師のキャリア

アップ推進を図る。

・ 看護師をはじめ各職種の医療スタッフを確保するために、院内保育所の

継続・充実等、働き易い職場環境の整備に取り組む。

② 救急医療や災害医療等の安定的かつ持続的な提供

ⅰ) 救急医療提供体制の強化

・ 令和３年４月より運行を開始した県内初の救急車型ドクターカーの運行

を継続・強化するため、県北の消防本部で輪番制を構築し、救急救命士を

確保するとともに、地域の医療機関や行政、消防との協力体制を充実させ

ていく。

・ 救命救急センター及びドクターカー運行を中心とした救急患者受入体制

の維持、強化を図るため、救急に専従できる医師の確保に取り組む。また、

九州医療科学大学に令和６年４月に新設される「救急救命コース」と連携

し、県北の救急医療提供体制の更なる強化を図る。

・ ２次・３次救急医療機関として求められる機能と必要な体制の確保・充

実の検討を進め、救命救急センター（ＥＲ）、集中治療センター（ＩＣＵ・

ＣＣＵ）、ハイケアユニット（ＨＣＵ）、周産期センター（ＮＩＣＵ・ＧＣ

Ｕ）などの有機的な活用によって救急医療機能の充実を進める。

ⅱ) 大規模災害時における医療提供体制の強化

・ 地域災害拠点病院として、大規模災害を想定した防災訓練の実施により、

院内スタッフ全員に災害時対応の徹底を図るとともに、災害派遣医療チー

ム（ＤＭＡＴ）の育成を推進する。

・ 災害時において必要な備蓄品、地下水浄化システムの管理等、医療を継

続的に提供するためのライフラインを確保するとともに、非常用発電機を

二重化することにより、非常用電源の容量確保及び信頼性の向上を図る。

・ 洪水等の災害対策として、電子カルテシステム等のサーバーを２階に集

約することにより、サーバーの安全性の確保及び医療提供体制の維持を図

るとともに、サーバー管理の一層の効率化を図る。
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ⅲ) 感染症への対応と通常医療との両立

・ 感染症指定医療機関として、圏域内で当院しか対応できない医療機能を

維持しつつ、延岡市アドバイザーや延岡市医師会、地元医療機関、行政機

関等と連携強化を図り、新興感染症患者の受入れを引き続き行っていく。

・ 感染看護認定看護師を専従及び専任配置し、同認定看護師の育成に取り

組むとともに、地域医療機関・行政機関との連携強化を図る。また、定期

的に院内研修会を実施し、新興感染症に対する院内全体の意識の醸成を図

る。

・ 新興感染症等の感染拡大時に備え、平時から感染拡大時を想定した専門

人材の確保・育成に努めるとともに、感染防護具等の備蓄や換気設備等の

感染対策設備の定期点検を実施する。

また、感染対策マニュアルの改訂を定期的に行う。

・ 新興感染症の感染拡大時においては、全診療科長をメンバーとする院内

感染対策委員会にて情報共有を図りながら、活用しやすい病床等を必要数

速やかに確保するとともに、院内感染対策の徹底を図る。

③ 安心・安全な医療の提供と患者サービスの向上

ⅰ) 安心・安全な医療提供と患者・家族への支援機能の充実

・ 患者が十分な情報を得た上で納得した治療を受けられるよう、インフォ

ームド・コンセントの徹底や医療相談体制の強化を図る。

また、患者支援センターの機能充実を図り、入院・退院等に対する様々

な相談等に適切に対応する。

・ がん相談支援センターの職員を確保し、がん相談体制の強化を図る。

・ 医療サービス向上委員会において、定期的に患者の満足度調査を行い、

サービスの向上につなげていく。

・ 院内売店の継続・充実を図るとともに、院内レストランを再整備するこ

とにより、患者及び家族等のサービス向上につなげる。

ⅱ) 病院機能のデジタル化による患者サービスと医療機能の向上

・ 患者からの意見を反映させるための仕組みを強化するとともに、ホーム

ページや院内待合室に設置するデジタル掲示板等を活用した分かりやすい

情報の提供により患者満足度の向上を図る。

・ 入院時のオリエンテーションや検査説明時にタブレットを活用し、動画

での分かりやすい説明や、説明効率化を図ることにより、患者満足度向上

と職員の業務負担軽減に繋げる。

・ 全病棟の病室にフリーＷｉ－Ｆｉを導入し、インターネットを活用した

患者面会方法を導入するなど、入院患者等の利便性・療養環境の向上を図

る。
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・ 患者支援システムの利用促進により、外来患者の利便性向上（スマート

フォンを活用した再来受付機能、外来診察呼出機能、クレジットカードを

活用した会計のまとめ払い機能など）を図るとともに、患者の院内での滞

留時間短縮に伴う感染症拡大防止及び患者満足度向上を図る。

・ マイナンバーカードの健康保険証の一本化加速への対応として、オンラ

イン資格確認の端末増設や手続支援のコンシェルジュ等の体制強化を図り、

患者の利便性向上に努める。

・ 院内連絡用のＰＨＳと院外の緊急連絡用の携帯電話を統合し、より確実

で効率的な連絡体制を構築する。また、次期電子カルテシステム更新と合

わせて、病棟で使用しているＰＤＡ端末をスマートフォン端末とし、電子

カルテの利便性向上を図る。

ⅲ) 医療事故防止等の医療安全対策の推進

・ 医療安全管理対策委員会を中心に、院内においてインシデント事例に係

る情報の共有を図るとともに、研修やマニュアルの充実により医療事故を

防止するための医療安全文化の醸成に努める。

・ 事例等について３病院での情報共有を行い、医療安全レベルの向上を図

る。

④ 地域の医療機関との機能分化・連携強化と地域医療充実への貢献

ⅰ) 地域の医療機関等との機能分化・連携強化

・ 患者支援センターにおけるチームでの取組を強化するための栄養管理や

事務部門をはじめとする体制充実を進めるとともに、定期的な病院・施設

等訪問や地域医療機関との交流企画（連携の集い）を実施し、「顔のみえる」

関係を構築することなどにより、更なる連携強化を図る。

・ 地域医療支援病院として、引き続き紹介率、逆紹介率の基準を満たすと

ともに、地域医療従事者を対象とした研修会を積極的に行い、地域医療水

準の向上に努める。

・ 『「かかりつけ薬剤師・薬局」連携による入院持参薬確認事業』を地域（延

岡市、西臼杵郡、日向市、東臼杵郡）の調剤薬局と連携して実施し薬薬連

携の強化を図るとともに、定期的なレジメンセミナーを開催し、地域の調

剤薬局とがんに関する連携を推進する。

・ 地域の医療機関と連携して、現在運用している脳卒中・大腿骨頸部骨折

の地域連携クリニカルパスの充実を図り、患者の円滑な転院、退院を支援

する。また、新たな地域連携クリニカルパスの策定を行い、地域医療機関

との更なる連携を図る。
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ⅱ) 地域医療の充実への貢献

・ 医療機器の共同利用や開放病床についての周知を図り、利用促進を図る。

・ キャリア形成プログラム適用医師や、へき地等における診療の中心的な

役割を担っている自治医科大学卒業医師が、当院において臨床研修や専門

的な研修を受けられるよう受入体制を充実させる。

・ 地域医療支援病院としての機能を担う地域医療科をさらに充実させるた

め、へき地医療拠点病院の指定を受けることを目指し、へき地診療所等へ

の代診医派遣などを推進する。

・ 「東九州メディカルバレー構想」に基づき院内に設置された「血液・血

管先端医療学講座」の研究開発拠点の活動を支援し、産学官連携による医

療関連産業の振興等に引き続き貢献する。

⑶ 経営健全化に向けた取組の強化（病院事業全体での資金収支の改善）

① 医業収支の改善

ⅰ) 診療報酬制度への適切な対応による収益の確保

・ 経営状況を全体科長会議において周知し、職員一人ひとりが経営に参画

している意識を醸成し、病院一体となって経営改善のための取組を推進し

ていく。

・ 経営改善コンサルタントの助言を得て、ＤＰＣデータの分析、医師事務

作業補助体制加算（15対１）及びへき地医療拠点病院の指定などの新たな

施設基準の取得・維持、診療報酬改定に伴うＤＰＣ係数の変化に対応する

ための専門スタッフの育成、確保を行うことで収益確保を図る。また、ク

リニカルパスの使用による医療資源・在院日数の管理を行う。さらに、患

者支援センターを中心としたＰＦＭの推進を図るため、専門職（社会福祉

士）の確保やスタッフの育成を行う。

・ 経営改善コンサルタントによる診療科及び部署別ミーティング等を受け、

総括副院長を中心とした「チーム延岡」による医療機関別係数の向上・維

持に向けた取組を行う。なお、ミーティングを受ける際は、当該部署に加

え関係するメディカルスタッフが臨席し、問題意識を共有できるよう努め

る。

・ 医療提供体制の充実を図るとともに、患者支援センターを中心としたか

かりつけ医訪問等による医療機関との連携・強化により、患者数の増加に

努める。

・ 未収金の発生を抑制するため、マニュアルに基づいた新たな未収金発生

防止や入院時からの面談等による早期介入など、各部門の連携を強化する

とともに必要なスタッフの確保に取り組む。
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ⅱ) ３病院一体となった費用節減

・ 医薬品や診療材料の共同購入や診療材料に係るＳＰＤ方式の導入により、

費用の削減に向けた取組を推進する。

・ 後発医薬品使用割合の高水準の維持に努める。なお、後発医薬品につい

ては、経費節減効果の高いものや使用数量の多いものから優先的に導入す

る。また、バイオシミラー製剤について使用促進を図る。

・ 効果的で経済的に医薬品を適正使用するための採用医薬品の見直しのた

め、院内フォーミュラリを導入する。また、地域フォーミュラリの導入に

ついて検討する。

ⅲ) 経営の見える化による安定的な事業運営の推進

・ 職員一人ひとりが経営参画意識を持ち、病院が一体となった経営改善を

進められるよう設定した目標数値について、院内での情報共有を徹底する

とともに、目標達成のための取組状況をＰＤＣＡサイクルにより常に評価

・改善する。

・ 良質で安全な医療の提供を継続し、安定的な事業運営を推進するため、

病院機能評価の認定病院として外部の視点から取組状況の評価を受けるこ

とにより、病院が一体となって継続的に医療の質の改善を推進する。

・ 年度毎に設定する経営指標に対する達成状況の公表や病院事業評価委員

会による外部評価等による経営の見える化を行い、安定的な事業運営を推

進する。

・ 地域において産科や小児などの政策医療を担う役割を考慮し、原価計算

システムによる診療科別や疾患別等の収支分析を行い、経営の見える化を

行う。また、原価計算に基づき投下する費用の見直しや損益分岐点を考慮

した在院日数の管理を行う。

・ 院内会議で、病院幹部が経営状況を把握し、安定的な事業運営に資する

ための取組状況を常に評価・改善する。

② 適切な設備投資・更新

・ 当院は、改築後２５年以上経過し老朽化が進んでいることから、医療ニーズ

の変化に適切に対応できるよう必要な修繕を計画的に行っていく。

・ 医療機器の導入や機器の更新にあたっては、外部コンサルタントを活用した

医療機器の中長期的な更新計画を策定し、地域の医療需要と事業全体での費用

負担の平準化を踏まえながら、費用対効果についても十分に検証し、計画的な

更新を行う。
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計画期間中の各年度の収支計画（県立延岡病院） 単位：百万円

※１：償却前損益 ＝（病院事業収益－現金収入を伴わないもの（長期前受金戻入など））

－（病院事業費用－現金支出を伴わないもの（減価償却費など））

※ 主な項目を抜粋しており、四捨五入しているため、内訳と合計が一致しないことがある。

R3
（決算）

R4
（決算）

R5
（見込）

R6 R7 R8 R9

病院事業収益 13,614 13,457 13,272 13,707 14,012 14,240 14,472

医業収益 11,033 11,021 11,721 12,223 12,426 12,708 12,996

入院収益 7,882 8,010 8,555 8,877 8,957 9,133 9,313

外来収益 2,706 2,568 2,730 2,892 3,015 3,119 3,223

一般会計負担金 337 336 333 338 338 338 338

医業外収益 2,581 2,436 1,551 1,484 1,586 1,532 1,476

一般会計負担金 1,844 1,760 908 796 780 775 771

一般会計補助金 124 85 50 82 66 49 33

特別利益 0 0 0 0 0 0 0

病院事業費用 12,406 12,821 13,538 13,923 14,228 14,329 14,401

医業費用 11,671 12,093 12,753 13,195 13,505 13,595 13,661

給与費 5,420 5,597 5,975 6,157 6,179 6,179 6,166

材料費 3,566 3,602 3,805 3,861 3,904 3,976 4,046

経費 1,742 1,936 2,020 2,147 2,155 2,176 2,197

減価償却費 895 901 894 874 1,144 1,198 1,185

医業外費用 735 728 785 729 723 734 739

特別損失 0 0 0 0 0 0 0

純損益 1,208 636 -266 -217 -216 -89 71

経常収支 1,208 636 -266 -217 -216 -89 71

経常収支比率 109.7% 105.0% 98.0% 98.4% 98.5% 99.4% 100.5%

修正医業収支 -975 -1,409 -1,365 -1,311 -1,418 -1,226 -1,004 

修正医業収支比率 91.6% 88.4% 89.3% 90.1% 89.5% 91.0% 92.7%

1,596 1,029 122 259 366 533 719

収益的収支

償却前損益（※１）
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臨床指標・経営指標等の各年度の数値目標（県立延岡病院）

令和４年度
（実績）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

1 手術件数（件） 6,062 6,027 6,185 6,226 6,259 6,292

2 入院患者のパス適用率（％） 61.1% 61.1% 61.1% 61.1% 61.1% 61.1%

3 紹介率（％） 82.7% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%

4 逆紹介率（％） 147.9% 150.0% 150.0% 150.0% 150.0% 150.0%

5 経常収支比率（％） 105.0% 98.0% 98.4% 98.5% 99.4% 100.5%

6 医業収支比率（％） 91.1% 91.9% 92.6% 92.0% 93.5% 95.1%

7 修正医業収支比率（％） 88.4% 89.3% 90.1% 89.5% 91.0% 92.7%

8 （稼働）病床利用率（％） 71.6% 71.5% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0%

9 １日当たり入院患者数（人） 278人 274人 280人 281人 281人 281人

10 １日当たり外来患者数（人） 411人 422人 428人 437人 445人 452人

11 １日平均入院単価（円） 79,004円 85,473円 86,747円 87,407円 89,143円 90,907円

12 １日平均外来単価（円） 25,705円 26,972円 27,574円 28,157円 28,578円 28,985円

延岡病院
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３ 県立日南病院

⑴ 基本的方向

当院は日南串間医療圏の中核病院として、高度・急性期医療や救急医療、災害医

療などの政策医療を提供する役割を担っている。また、地域医療支援病院として地

域の医療機関への支援を継続しつつ、地域医療構想調整会議の議論を経ながら、圏

域内の他の医療機関との機能分化･連携強化を図っていくことが求められている。

これらの役割を持続的に果たしていくため、一層の経営基盤健全化（償却前利益

の確保）に努めるとともに、「患者本位の病院」「高度で良質な医療を目指す病院」

「地域社会に貢献する病院」という病院運営の基本理念の実現を目指し、職員一丸

となって取り組んでいく。

また、地域の医療資源の効率的な活用に資するため、医師派遣も含めた圏域内の

診療補完体制の整備に努めるとともに、圏域の医療需要に対応した適正な医療資源

の提供について、中長期的な議論を進める。

⑵ 県立病院へのニーズに対応した医療機能の一層の充実と地域との連携強化

① 質の高い医療の提供とそれを支えるスタッフの確保・充実

ⅰ) 質の高い医療の提供

・ 県がん診療指定病院として、圏域で唯一放射線治療が実施できる施設で

あり、手術・化学療法・放射線治療を含めたがん診療の集学的治療の更な

る充実を図る。

・ 圏域でがん、脳血管疾患、心疾患、周産期、小児診療を担う急性期病院

は当院のみであり、専門的な治療を行う中核的な医療機関としての役割を

引き続き担っていく。特に脳血管疾患、心疾患への対応に必要な機器を保

持し、同疾患への処置が地域内で完結できる医療機能を提供する。また、

患者の早期回復を図るためのリハビリテーションの充実を図る。

・ 多職種によるチーム医療を推進し、入院前から退院後まで良質な診療ケ

アを提供する体制を整える。

・ クリニカルパスの適用拡大を図るため、パスに精通した人材を育成し、

パス評価と定期的な見直しを行うための体制充実を図る。

・ 認知症、せん妄症状等の患者が円滑な治療を受けられるように、多職種

が専門的に対応できるよう教育研修を継続しながらケア向上を図る。

・ 薬剤業務において、薬物療法の有効性や安全性の向上や、患者のＱＯＬ

向上等に資する病棟薬剤業務や薬剤管理指導業務等の更なる充実を推進す

る。

・ 疾病の進展防止等や治療の土台として重要な役割を担う栄養食事指導等

を更に推進する。

また、切れ目のない栄養管理を目指し、術後の栄養障害の防止等に有効

な周術期の口腔機能管理等を更に推進する。
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ⅱ) 医療スタッフの確保・育成

・ 医師派遣の要請を引き続き大学に行うとともに、多様なルートでの医師

確保の取組を行う。

・ 医師の負担軽減を図るため、医師事務作業補助者の管理・教育体制の整

備による業務拡大を図る。

・ 地域枠看護師採用試験受験者の確保を図るため、地域の看護学校への働

きかけや職員による地域出身看護師への情報提供等に取り組む。

・ 長期研修中の代替職員確保による資格取得支援、キャリアパス明確化に

よる将来像の提示など、医療スタッフが働きやすい環境づくりを進める。

・ 認定看護師、診療情報管理士、社会福祉士等の病院運営に必要な専門性

の高い医療スタッフの育成・確保に努める。

・ 急性期一般病棟と地域包括ケア病棟を併せ持つことから、術後の早期リ

ハビリテーション介入や在宅復帰に向けた計画的なリハビリテーションを

推進するための体制づくりに努める。

・ 高度で多様な医療ニーズに応えることができるコメディカル育成のため

の研修と専門資格取得を支援する。

・ 当院の特色ある研修内容を医学生にアピールすることにより、基幹型臨

床研修医の確保を図るとともに、病院全体で研修医の全人的教育を担って

いく。また、指導医の増員等を通じて専攻医に対する指導体制の向上を目

指すとともに、院内の研修環境等の充実に取り組む。

ⅲ) 働き方改革の推進と誰もが働きやすい環境整備

・ 令和６年４月からの医師の時間外労働上限規制の適用に適切に対応する

ため、勤怠管理システムによる適切な労務管理を推進する。

また、医師・看護師・薬剤師等の業務（外来代行入力、診断書等書面作

成、カンファレンス準備・記録、回診準備・記録及びＮＣＤ入力等）を補

助する医師事務作業補助者等の業務補助職員の確保・充実の検討（医師事

務作業補助体制に係る施設基準区分２５対１の取得）と育成に取り組むこ

とにより、医師のタスクシフト／シェアを強力に推進する。

・ 育児休業中職員の代替職員の充実など育児休業を取得しやすい職場づく

りに努めるとともに、育児短時間勤務職員の配属先に配慮し、働きやすい

環境を保ちつつキャリアアップできる環境づくりを目指す。

・ 定型業務のＲＰＡ化などを検討し、デジタル化の推進による業務の標準

化等により、職員の業務負担軽減を図る。

・ 業務の効率化や職員間の情報・意識の共有を推進するため、院内ＳＮＳ

の導入検討や院内会議のウェブ化推進に取り組む。

・ 引き続き院内保育所を運営するなど、働きやすい環境の整備に取り組む。
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② 県民の命を守る医療分野の安定的かつ持続的な提供

ⅰ) 救急医療提供体制の強化

・ ２次救急医療機関として、地域の医療ニーズに対応した救急体制を構築

するため、地域医療構想調整会議での議論を進め、他の救急告示病院との

機能分化･連携強化を図る。

・ 機能的な救急医療の提供を行うための施設・設備の整備や医師を含む医

療スタッフの確保・充実の検討を進め、救急医療の充実・強化に取り組む。

・ 地域医療支援病院として、地元医療関係団体や地元自治体と連携しなが

ら、かかりつけ医を持つことや医師の働き方改革への協力周知など、適切

な受診行動のための住民啓発等に取り組む。

ⅱ) 大規模災害時における医療提供体制の強化

・ 地域災害拠点病院として、定期的に院内ＤＭＡＴ会議を開催して災害へ

の備えを一層深めるとともに、ＤＭＡＴ隊員の維持・育成に努める。

・ 訓練等により職員の対応力強化に取り組むとともに、ＢＣＰに基づく災

害対応マニュアルを適宜見直していく。また、災害時の要員確保対策を検

討する。

ⅲ) 感染症への対応と通常医療との両立

・ 地元医療機関や県調整本部と連携しながら、脳卒中や心筋梗塞など、圏

域内で当院しか対応できない医療機能を維持しつつ、可能な限り、新型コ

ロナウイルス感染症患者を受け入れる。

・ 非常時の通常医療提供を可能とするため、平時から地元医師会や自治体、

地域医療介護機関等との連携を推進し、役割分担して取り組めるよう準備

する。

・ 平時における防護具の備蓄や医療従事者等の研修参加等により必要な機

能を備え、流行初期の段階から新興感染症等に係る医療提供体制を迅速か

つ的確に構築する。

・ 感染に関する専門知識をもつ複数の認定看護師、認定薬剤師、認定検査

技師を育成し、事務職も含む多職種での感染対策体制を構築する。

・ 院内感染管理体制や設備環境充実を図るため、ＩＣＴ（感染制御チーム）

の体制充実に取り組む。

・ 新興感染症拡大時には、入院患者の迅速な受入管理はもとより、院内ク

ラスター発生時等の厳しい状況に即応するため、新興感染症対策本部会議

を設置する。

・ パンデミックを含む感染症流行に備えて、感染対策マニュアルの改訂を

定期的に行う。
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③ 安心・安全な医療の提供と患者サービスの向上

ⅰ) 安心・安全な医療提供と患者・家族への支援機能の充実

・ 接遇スキルやコミュニケーション力の向上のための研修を計画的・継続

的に実施するとともに、患者に対して包括的な説明を行う患者相談窓口の

充実等に取り組む。また、患者に対するアンケート調査を実施し、患者ニ

ーズに対応したサービスの改善及び提供に取り組む。

・ 患者支援センターの入院支援部門、退院支援部門、患者相談窓口部門を

さらに拡充し、包括的な入退院支援体制の確立を目指す。

・ 患者サービス検討部会において、定期的に患者アンケート（満足度調査）

を行い、サービス向上につなげていく。

・ がん診療指定病院として、宮崎県診療連携協議会・相談支援専門部会の

活動を継続し、がん相談支援センター相談員研修・基礎研修を修了したス

タッフを中心に多職種で連携して相談の充実を図る。また、がん相談員の

確保に努め、がん相談の体制強化を図る。

ⅱ) 病院機能のデジタル化による患者サービスと医療機能の向上

・ 診療予約のＷＥＢ化・ペーパーレス化によるスムーズな受診予約手続き

と紹介受診しやすい環境整備に取り組む。

・ 地域医療連携にかかる各種データの集約分析とその活用を図る。

・ きめ細やかな医療介護を提供するため、日南市医療介護情報共有システ

ム（Ｎｅｔ４Ｕ）と電子カルテを接続し地域医療機関等との情報共有・連

携をさらに推進する。

・ 各種システムを利活用した退院前カンファレンスや他の医療機関とのオ

ンライン面談の実施を検討する。また、当院主催の地域医療機関向け各種

研修会のオンライン開催による地域医療の質向上に取り組む。

・ 患者サービスを充実させるため、院内にフリーＷｉ－Ｆｉを活用し、イ

ンターネットを活用しての患者面会方法などを検討する。

・ マイナンバーカードと健康保険証の一体化や電子カルテ情報の標準化な

どの国の医療ＤＸの推進に合わせて、医療の質の向上や患者の利便性向上

を図っていく。

ⅲ) 医療事故防止等の医療安全対策の推進

・ 医療安全に関する教育・研修の充実を図るとともに、院内の医療安全に

関する情報の収集・分析及び共有化などの医療安全対策を推進する。また、

院内の秩序・安全の確保を図るため、迷惑・暴力行為への対策の強化に取

り組む。

・ 事例等について３病院での情報共有を行い、医療安全レベルの向上を図

る。
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④ 地域の医療機関との機能分化・連携強化と地域医療充実への貢献

ⅰ) 地域の医療機関等との機能分化・連携強化

・ 地域医療構想調整会議等で地元自治体病院や地元医師会との連携を図り、

圏域の「救急体制」や「回復期」における資源の有効活用という重点テー

マの議論を深めながら、機能分化・連携強化の推進における課題等に継続

的に取り組んでいく。

・ 救急医療については、地域の中核病院として、合併症等リスクの高い患

者の受入れを積極的に行う等、２次救急医療機関としての役割を果たして

いく。また、通常診療については、圏域の急性期医療を中心に担いつつ、

急性期を脱した患者を回復期機能を有する地域の医療機関等に積極的に受

け入れてもらえるよう連携強化に努めていく。

・ 地域連携クリニカルパスの拡大や患者支援センターの体制整備により、

地域の医療機関との連携をさらに深めていく。

・ 地域医療支援病院として求められる医療従事者や介護系職員向け研修会

の開催など、地域医療従事者等への研修の充実に取り組む。

・ 「かかりつけ薬剤師・薬局」との連携を強化し、ポリファーマシー対策

等の推進に取り組む。

・ 地域の調剤薬局に向けたレジメン関係研修会を定期的に開催し、化学療

法に関する連携を推進する。

・ 地域の行政機関との連携を強化し、地域包括ケアシステム及び地域共生

社会を構築する一員としての役割を果たす。

ⅱ) 地域医療の充実への貢献

・ 人口減少も踏まえた当圏域の将来的な地域医療のあり方について、地域

医療構想調整会議等の場で、保健所や地元自治体、地元医師会等と連携し

て検討していく。

・ 在宅療養患者や介護施設入所患者を診ている在宅診療医療機関と連携し

て、患者情報の共有を進めるとともに、患者急変時には救急入院が受け入

れられる体制を有する在宅療養後方支援病院として、地域包括ケアシステ

ムを支えていく。

・ 認定看護師等による研修や地域医療介護機関等との交流を通して、当院

の技術を地域に展開し、地域全体の底上げを図る。

・ キャリア形成プログラム適用医師等に対して、臨床研修や専門的な研修

を受けられるよう支援を行う。
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⑶ 経営健全化に向けた取組の強化（病院事業全体での資金収支の改善）

① 医業収支の改善

ⅰ) 診療報酬制度への適切な対応による収益の確保

・ 地域の人口、患者の減少が見込まれる中、病院幹部等によるかかりつけ

医訪問などにより、地域の医療機関との連携を一層強化し、患者数の維持

に努める。

・ ＤＰＣデータの活用など診療報酬制度に則した効率的診療を推進し、医

療スタッフ間のスムーズな情報共有を図り、適切な病名付け、コーディン

グ精度の向上など診療単価の向上に努めるとともに、診療報酬改定等に伴

う新たな施設基準取得や各種加算の算定強化、クリニカルパスの適切な使

用等による医療機関別係数の向上等に継続的に取り組む。

・ 経営改善プロジェクトワーキングチームを中心に経営改善に向けた取組

を検討し、院内全体の経営改善意識の向上と診療報酬制度への適切な対応

を推進する。

・ 外部コンサルタントの活用により、短期的には各種加算の取得増に、中

長期的には機能評価係数の向上等に取り組むとともに、診療報酬改定の施

設基準見直し等にも迅速に対応し、経営改善につなげていく。

・ ベッドコントロール会議を毎週開催し、看護部及び各病棟で各種指標や

基準を共有しながら、より効率的な人員・病床管理を推進する。

・ 未収金の発生を抑制するため、マニュアルに基づいた新たな未収金発生

防止や入院時からの面談等による早期介入など、各部門の連携を強化する

とともに必要なスタッフの確保に取り組む。

ⅱ) ３病院一体となった費用節減

・ 医薬品や診療材料の共同購入、診療材料に係るＳＰＤ方式の導入により、

費用の削減に向けた取組を推進する。

・ 後発医薬品使用割合の高水準での維持に努める。また、後発医薬品は経

費節減効果の高いものを優先的に導入し、バイオシミラー製剤についても

使用促進を図る。

・ 委託料等の経費について、不断の見直しに取り組み、増加抑制に努める。

・ 効果的で経済的に医薬品を適正使用するための採用医薬品の見直しのた

め、フォーミュラリを院内の一部品目で導入し、地域フォーミュラリにつ

いては、医師会をはじめとする関係機関と協議の上、導入を検討する。

ⅲ) 経営の見える化による安定的な事業運営の推進

・ 各種指標の他病院との比較による経営分析や診療科別の状況分析などを

実施し、その結果を医療スタッフと共有するとともに、目標の設定とＰＤ

ＣＡサイクルによる進捗管理を行う。

・ 経営指標に対する達成状況の公表や病院事業評価委員会による外部評価

等による経営の見える化を行い、安定的な事業運営に努める。
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・ 良質で安全な医療の提供と安定的な事業運営を推進するため、病院機能

評価の取組により、継続的に医療の質向上を図っていく。

・ 診療科別・疾患別の収支分析を行い、経営の見える化を進めるため、原

価計算システムの導入を検討する。

② 適切な設備投資・更新

・ 外部コンサルタントを活用し、現有機器の一括管理や稼働状況の把握を行う

とともに、医療水準の確保と費用対効果を検証した計画的な機器更新を行う。

・ 改築後２０年以上経過し老朽化が進んでいることから、医療ニーズの変化に

適切に対応できるよう必要な修繕を計画的に行っていく。
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計画期間中の各年度の収支計画（県立日南病院） 単位：百万円

※１：償却前損益 ＝（病院事業収益－現金収入を伴わないもの（長期前受金戻入など））

－（病院事業費用－現金支出を伴わないもの（減価償却費など））

※ 主な項目を抜粋しており、四捨五入しているため、内訳と合計が一致しないことがある。

R3
（決算）

R4
（決算）

R5
（見込）

R6 R7 R8 R9

病院事業収益 6,832 6,501 6,276 6,304 6,549 6,623 6,709

医業収益 4,950 4,810 5,169 5,226 5,382 5,508 5,638

入院収益 3,543 3,525 3,815 3,862 4,007 4,122 4,240

外来収益 1,271 1,160 1,230 1,227 1,238 1,247 1,257

一般会計負担金 51 50 49 55 55 55 55

医業外収益 1,794 1,691 1,107 1,078 1,167 1,116 1,071

一般会計負担金 1,329 1,259 682 635 626 614 605

一般会計補助金 74 53 33 61 48 35 22

特別利益 88 0 0 0 0 0 0

病院事業費用 6,815 6,934 7,283 7,446 7,627 7,637 7,656

医業費用 6,438 6,581 6,909 7,092 7,275 7,300 7,327

給与費 3,442 3,585 3,767 3,862 3,876 3,883 3,885

材料費 1,167 1,118 1,217 1,219 1,249 1,272 1,295

経費 1,209 1,249 1,307 1,357 1,369 1,372 1,374

減価償却費 594 594 575 554 750 736 733

医業外費用 377 353 373 354 352 338 329

特別損失 0 0 0 0 0 0 0

純損益 17 -433 -1,007 -1,142 -1,078 -1,014 -946 

経常収支 -70 -433 -1,007 -1,142 -1,078 -1,014 -946 

経常収支比率 99.0% 93.8% 86.2% 84.7% 85.9% 86.7% 87.6%

修正医業収支 -1,539 -1,821 -1,789 -1,921 -1,947 -1,847 -1,744 

修正医業収支比率 76.1% 72.3% 74.1% 72.9% 73.2% 74.7% 76.2%

198 -159 -735 -826 -740 -653 -564 

収益的収支

償却前損益（※１）
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臨床指標・経営指標等の各年度の数値目標（県立日南病院）

令和４年度
（実績）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

1 手術件数（件） 3,448 3,936 4,000 4,000 4,000 4,000

2 入院患者のパス適用率（％） 33.2% 34.5% 34.9% 35.3% 35.6% 36.0%

3 紹介率（％） 67.9% 68.5% 69.1% 69.7% 70.2% 70.8%

4 逆紹介率（％） 103.7% 100.8% 101.7% 102.6% 103.4% 104.1%

5 経常収支比率（％） 93.8% 86.2% 84.7% 85.9% 86.7% 87.6%

6 医業収支比率（％） 73.1% 74.8% 73.7% 74.0% 75.5% 76.9%

7 修正医業収支比率（％） 72.3% 74.1% 72.9% 73.2% 74.7% 76.2%

8 （稼働）病床利用率（％） 61.9% 64.1% 64.1% 64.4% 63.7% 63.3%

9 １日当たり入院患者数（人） 174人 180人 180人 181人 179人 178人

10 １日当たり外来患者数（人） 348人 342人 342人 340人 338人 336人

11 １日平均入院単価（円） 55,407円 56,750円 58,736円 60,792円 62,920円 65,122円

12 １日平均外来単価（円） 13,790円 14,635円 14,834円 15,036円 15,240円 15,447円

日南病院
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用語の解説

● 医師事務作業補助者

医師が行う診断書作成等の事務作業を補助するスタッフ。病院によって医療

秘書、医療クラーク・病棟クラーク、メディカルアシスタント・メディカルク

ラークなどと呼ばれる。医師の働き方改革の推進において、医師事務作業補助

者の活用による医師の事務作業の負担軽減が期待されている。

● 医師の働き方改革（時間外労働の上限規制）

2024年（令和６年）４月１日より、すべての勤務医に対して新たな時間外労

働の上限規制（原則：年間960時間以下（Ａ水準）／救急医療など地域医療に欠

かせない医療機関（Ｂ水準）や、研修医など集中的に多くの症例を経験する必

要がある医師（Ｃ水準）など：年間1,860時間以下）を適用するとともに、一般

労働者と比べて「多くの医師が長時間労働に携わらなければならない」状況に

鑑みた追加的健康確保措置（28時間までの連続勤務時間制限、９時間以上の勤

務間インターバル、代償休息、面接指導と必要に応じた就業上の措置（勤務停

止等）など）を講じる義務が医療機関の管理者に課せられる。

● 外来化学療法

患者が入院せずに通院で抗がん剤治療を行うこと。副作用に対する有効な支

持療法（軽減策）の確立、副作用の少ない抗がん剤の登場により、近年、通院

しながら抗がん剤治療を受ける患者が増えており、治療の副作用や症状等をコ

ントロールしつつ、通院で治療を受けながら仕事を続けている場合が増えてい

る。

● 感染症指定医療機関

感染症予防法に規定する感染症の患者の入院を担当する医療機関として、厚

生労働大臣が指定する「特定感染症指定医療機関（新感染症）」、都道府県知事

が指定する「第一種感染症指定医療機関（エボラ出血熱、新型インフルエンザ

等一類感染症）」または「第二種感染症指定医療機関（急性灰白髄炎、新型イン

フルエンザ等二類感染症）」がある。

本県の指定医療機関は以下のとおり。

第一種感染症指定医療機関：県立宮崎病院

第二種感染症指定医療機関：県立宮崎病院、県立延岡病院、県立日南病院

ほか

● がん診療連携拠点病院

全国どこでも質の高いがん医療を受けることができるよう国が指定する医療

機関で、都道府県に原則として１か所指定される「都道府県がん診療連携拠点

病院」と二次医療圏に原則として１か所指定される「地域がん診療連携拠点病
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院」がある。

本県の指定医療機関は以下のとおり。

都道府県がん診療連携拠点病院：宮崎大学医学部附属病院

地域がん診療連携拠点病院 ：県立宮崎病院、国立病院機構都城医療セン

ター

宮崎県がん診療指定病院 ：県立延岡病院、県立日南病院

● 救急医療施設

休日や夜間などにおいて、比較的軽症の救急患者の外来診療を担当し、手術

や入院治療の必要な重症救急患者を二次救急医療施設に転送する役割を担う「初

期救急医療」、手術や入院治療の必要な重症救急患者を担当する「第二次救急医

療施設」、心筋梗塞、脳卒中、頭部外傷などによる重篤救急患者の救命蘇生診療

を担当する「第三次救急医療施設（救命救急センター）」がある。

本県の状況は以下のとおり。

第三次救急医療施設（救命救急センター）

：県立宮崎病院、県立延岡病院、宮崎大学医学部附属

病院

第二次救急医療施設 ：県立日南病院 ほか

● クリニカルパス

ある病気の治療や検査に対して標準化された詳細な診療計画表。患者・家族

は、検査、手術の予定がわかることで、入院生活の不安軽減につながるととも

に、医療スタッフにとっても、治療スケジュールが明確化かつ共通化され、チ

ームとしての医療サービス提供に資するものとなる。

● 後発医薬品（ジェネリック医薬品）

先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一であると

して、臨床試験などを省略して承認される医薬品。診療報酬制度において後発

医薬品使用割合により後発医薬品使用加算の算定が可能となる。

● フォーミュラリ

医薬品の有効性・安全性など科学的根拠と経済性を総合的に評価して、医療

機関や地域ごとに策定する医薬品の使用指針。良質で低価格な医薬品の使用指

針に基づいて、標準薬物治療を推進することを目的としている。

● バイオシミラー製剤

遺伝子組換え技術等により細胞、酵母、細菌などから産生されるタンパク質

由来のバイオ医薬品と同等・同質の品質、安全性、有効性を持つバイオ後続品。



- 49 -

先行バイオ医薬品の約７割程度の価格になるため、患者の経済的負担や医療費

の軽減が期待されている。

● コメディカル職員

医師と共同して医療に携わる医療専門職の総称。看護師、薬剤師、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、

管理栄養士・栄養士などがコメディカルと呼ばれている。

医師の働き方改革の取組として、コメディカル職員を含めた多職種間でのタ

スクシフトの推進による業務の均衡化・効率化が期待されている。

● 災害拠点病院

災害が発生した場合に、被災地の医療の確保・被災した地域への医療支援等

を行うための拠点病院として、都道府県が指定する病院。二次医療圏ごとに整

備される「地域災害拠点病院」と地域災害拠点病院より強化された機能及び研

修機能を具備し、基幹的な役割を果たす「基幹災害拠点病院」がある。

本県の状況は以下のとおり。

基幹災害拠点病院：県立宮崎病院、宮崎大学医学部附属病院

地域災害拠点病院：県立延岡病院、県立日南病院 ほか

● 周産期母子医療センター

都道府県全域の周産期医療を担う拠点として、国が各都道府県１か所指定し

ハイリスク分娩等周産期に関する高度な医療を提供する「総合周産期母子医療

センター」と都道府県知事が各医療圏ごとに指定する「地域周産期母子医療セ

ンター」がある。

本県の指定医療機関は以下のとおり。

総合周産期母子医療センター：宮崎大学医学部附属病院

地域周産期母子医療センター：県立宮崎病院、県立延岡病院、県立日南病院

ほか

● 診療情報管理士

診療記録及び診療情報を適切に管理し、そこに含まれる情報を活用すること

により、医療の安全管理、質の向上及び病院の経営管理に寄与する専門的職種。

一般財団法人日本病院会等が認定を行っている。

● 地域医療支援病院

医療法により、地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え、地域

医療の確保を図る病院としてふさわしい医療機関について、都道府県知事が承

認する病院。県立３病院が地域医療支援病院に指定され、紹介率・逆紹介率の
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向上はもとより、高額医療機器の共同利用や地域の医療従事者への症例検討会

等の研修を実施するなど、他の医療機関との連携強化と役割分担に努めている。

● 地域連携クリニカルパス

疾病発症後の入院期間からリハビリ等を経て在宅へ復帰するまでの複数の医

療機関で共有する診療計画。転院後の病院において患者の状態をあらかじめ把

握できるため、重複した検査を行わずに済み、転院してすぐに効果的なリハビ

リなどを始めることができるというメリットがある。各病院の患者支援センタ

ーにおいて活用が図られている。

● チーム医療

複雑・高度化する医療を患者の状況に応じ適切・的確に提供するため、医師

や看護師、コメディカルなど複数の医療スタッフによる認知症ケアチーム、栄

養サポートチームなど、多様な職種が業務分担や連携・補完を行いながら患者

の治療やケアにあたること。

● 認定看護師

公益社団法人日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し、ある特定の認定

看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することが認められた者。認

定審査を受験するためには、日本看護協会が認定し、５年毎の更新が義務づけ

られている。患者・家族に対しては、熟練した看護技術による水準の高い看護

の実践、他の看護職に対しては、看護実践を通じた指導や相談を行う役割を担

う。

● ＤＰＣ制度（診断群分類別包括評価）

急性期医療を提供する一般病院を対象とした診療報酬包括支払制度。入院に

要する医療費が、入院基本料、検査、処置などここの診療行為の出来高でなく、

診断群分類に基づき一日当たりの定額報酬となるもの。

ＤＰＣ対象病院は、機能や役割に応じて「Ⅰ群（大学病院本院）」、「Ⅱ群（大

学病院に準じた診療機能を有する病院）」、「Ⅲ群（その他の急性期病院）」の３

分類に分けられる。
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－ 病院事業会計の仕組み －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

病院事業会計では、収入や支出の性質の違いにより、大きく２つの収支に分けて経理

している。

● 収益的収支

一事業年度において日常的に発生する収入（例えば入院収入や外来収入など）と支出

（人件費、医薬品、材料費など）を表すもの。

この収入と支出の差が『収支差』であり、いわゆる黒字、赤字とはこの収支差を指す。

なお、この収入と支出には、現金を伴わない収入（長期前受金戻入など）や支出（減

価償却費、資産減耗費など）といった、帳簿上の収支も含まれており、これを除いて考

えたときの収支差が、「現金の剰余金（いわゆる償却前利益）」である。

● 資本的収支

支出の効果が長期にわたって発揮されるものに係る収入（企業債の借入れ、過去に借

り入れた企業債の償還に対する一般会計からの繰入金など）と支出（建物等の改修や医

療機器の購入などの費用、過去に借り入れた企業債の償還など）を表す。

企業債の償還に当たっての一般会計繰入金は、償還額の約２分の１であるため、構造

的に資金不足が生じている。

● 資金収支

収益的収支の「現金の剰余金」と、資本的収支の差が、事業全体の現金の収支である

『資金収支』である。これがマイナスになると、会計内に貯えられた現金である「損益

勘定留保資金」が減少していくこととなる。



- 52 -

－ 経営指標 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

● 総収支比率

病院事業収益
計算式 ＝ ×１００

病院事業費用

収益が費用を上回る場合に１００以上となる（以下、同じ）。

● 経常収支比率

医業収益 ＋ 医業外収益
計算式 ＝ ×１００

医業費用 ＋ 医業外費用

経常的には発生しない特別利益や特別損失の影響を除いた収支を見る指標で

ある。

● 医業収支比率

医業収益
計算式 ＝ ×１００

医業費用

一般会計繰入金の影響を受けにくい経営指標となっており、病院の本来業務

による収支を見る上で参考となる。

（※一般会計繰入金の多くが医業外収益に計上されているため。）
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【県立病院現況】（令和５年４月１日現在） （単位：床）

種 病　　　床　　　数

別 一　般 精　神 感染症 計 　

 内科、循環器内科

 精神科（精神医療センター）

 脳神経内科、小児科

 外科、小児外科、整形外科

 脳神経外科

 心臓血管外科

宮崎病院  宮崎市北高松町５番30号 大10.10.1 嶋本　富博  皮膚科 459 35 8 502

 泌尿器科 (452) (35) (6) (493)

一  産婦人科、眼科

 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 リハビリテ－ション科

 放射線科

 歯科口腔外科

 麻酔科

 救急科

 臨床検査科

 病理診断科

 呼吸器外科

 内視鏡内科

２４科

 内科、循環器内科

 心療内科、精神科

般  脳神経内科

 小児科

 外科、整形外科

 脳神経外科

 心臓血管外科

延岡病院  延岡市新小路２丁目１番地10 昭23. 9.1 寺尾　公成  皮膚科 406 － 4 410

 泌尿器科 (384) (4) (388)

 産婦人科、眼科

 耳鼻咽喉科

病  リハビリテ－ション科

 放射線科

 歯科口腔外科

 麻酔科

 救急科

 臨床検査科

 病理診断科

 呼吸器外科

２３科

 内科、循環器内科

 心療内科、精神科

 脳神経内科

 小児科

院  外科、整形外科

 脳神経外科

日南病院  日南市木山 １丁目９番５号 昭23. 9.1 原　誠一郎  皮膚科 277 － 4 281

 泌尿器科 (277) (4) (281)

 産婦人科、眼科

 耳鼻咽喉科

 リハビリテ－ション科

 放射線科

 歯科口腔外科

 麻酔科

 臨床検査科

 病理診断科

２０科

1,142 35 16 1,193

(1,113) (35) (14) (1,162)

（　）書は稼働病床数　

診 療 科 目

計

病 院 名 所　在　地 開設年月日 院　長


